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薬学部 教育・研究年報 第 18 号の発刊にあたって 
 

徳島文理大学薬学部 学部長 今川 洋 
  

 「薬学部 教育・研究年報」第 18 号を発刊いたします。2023 年度の薬学部の教

育、研究、管理運営、および、社会貢献など薬学部全体の活動内容を記載し、次に、

教員の教育・研究活動のデータをまとめました。本年報は、本学部の自己点検・評

価書と位置づけ、1年間の薬学部活動の公式記録として毎年、発刊しています。 

 2023 年度当初に以下の 3つの目標を挙げ、全教員が一丸となり目標の達成を目指

してまいりました。 

 

１. 薬剤師国家試験の合格率全国大学平均以上 

薬剤師国家試験の新卒合格率は、全国私学平均以上を目指しました。その対策と

して、個々の学生の成績を、学習項目ごとに細かく解析し、担当の教員が面談等で

学生にフィードバックして、学習効率を高める指導を行いました。また、「考える

力」が要求される、近年の薬剤師国家試験の傾向に対応するため、学生の理解度に

合わせたクラス分けを行なって、少人数での演習を実施しました。これらの対策の

結果、2023 年度(第 109 回)の薬剤師国家試験の新卒合格率は、97.8％（全国平均

84.38%）となり、これは私立薬学部中全国 2位でした。 

 

２．薬学部の入学者の確保 

2023 年度度入学者は、昨年に続き減少が続いています。社会情勢は、地方の薬学

部に厳しい状況でありますが、本学部の魅力を広報活動や、オープンキャンパスで

学生自身に直接伝えるように努めました。次年度からの志願者増対策として、特待

生制度を大幅に見直しました。出張講義に加え、出張実験教室も積極的に実施して、

志願者増につなげたいと考えております。 

 

３．教育と研究の両立を基盤にした実践力を身につけた薬剤師の養成 

2023 年度は、新たに設けた 3コース制の教育プログラムが、3年生に実施されま

した。今後、4 年生、5 年生と学年が進むに従って、段階的に専門性が高い講義、

演習、実習が展開される予定です。これらの教育プログラムにより、学生個々の興

味に応じて、また将来に目指す職種に必要な、知識や技能を身につけることが可能

です。卒論研究では、全員が口頭で卒論発表を行いました。また、多くの学生が学

会でも発表を行いました。その内、複数の学生が優秀発表賞等を受賞しています。

研究者マインドを持ち、実践力を身につけた薬剤師の輩出が、本学の教育の特色で

あり目標です。今後もすべての学生が、それぞれの夢を実現できるよう、教員一丸

で取り組みます。 

 

 最後に、田中好幸年報委員長、および、資料収集にご協力された教職員の皆様に

心より感謝申し上げます。 

                              2024年3月末日 



 











I   建学の精神 
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建学精神「自立協同」について

徳島文理大学の建学精神は「自立協同」である。	
 

	
 ここの建学精神は、学祖村崎サイが明治28	
 年(1895	
 年)7	
 月徳島に私立裁縫専修学校を設立し

た歴史に由来する。学祖は、「女も独り立ちが出来ねばならぬ」との信念を持ち「女性の自立」を

唱えて村崎学園を創立した。昭和20	
 年(1945	
 年)7	
 月、学園は戦火に包まれて灰燼に帰し、村崎サ

イも学園と運命を共にした。その年の秋、戦野から帰還した村崎凡人前理事長は、学園の復興に精

魂を傾け、総合学園の建設を目指した。その過程で、「他からの協力、他への協力なくして、『人

間の自立』はあり得ない。」との確信に至り、学祖村崎サイの精神を受け継ぎ、「村崎学園」の建

学精神を「自立協同」としたものである。	
 

	
 この建学精神の意味するところは、成長してゆく人間として、「自立」は重要な到達目的であ

り、「協同」は「自立」を具現化する方法、とするものである。	
 

「協同」は「力を合わせて物事をする」ことなので、個としての「自立」は、「協同」すなわち

「他からの協力、他への協力」という体験の中で促される。「人」はその体験を通して人間的な成

長を遂げる。学園における教養的教育、専門的学術・芸術探求の教育は、まさに「人間の自立」を

促す「協同」の場であらねばならない。	
 

	
 爾来、学園はこのような歴史に基づいた「自立協同」の建学精神のもと、教育を推進し、幼、

小、中、高、短大、大学あわせて9	
 学部27	
 学科、6	
 大学院、3	
 専攻科、そして5	
 研究所、1	
 相談

室を有する総合学園として発展してきた。	
 

今後とも建学精神のもと、ますます精進し、学術・芸術の探究を通して未来を創造する	
 

大学でありたいと願っている。	
 

＜薬学部の理念＞

薬学部は、全人教育により豊かな教養と人間性を有し、課題発見能力・問題解決能力を身に付け

た地域や国際社会に貢献できる薬剤師、及び、薬剤師資格を有した多様な人材を育成することを

目的とする。 
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薬学部の三つのポリシー 

ディプロマ・ポリシー (DP)  

「自立協同」の理念に基づく教育課程を修めて所定の単位を修得し、下記の要件を満

たす学生に学位を授与する。 
 
1. 医療人として必要な倫理観、使命感、豊かな人間性を身につけている。「関心・

意欲・態度」 
2. 薬の専門家として必要な医療と薬学に関する知識を有し理解している。「知識・

理解」 
3. 国際的視野を有し、最新の医療と薬学の情報を理解できる。「知識・理解」「技

能・表現」 
4. 地域医療やチーム医療に対応できる技能とコミュニケーション能力を身につけて

いる。「技能・表現」 
5. 自ら課題を発見して解決する研究マインドと、生涯にわたって学習する意欲を有

している。「思考・判断」「関心・意欲・態度」 
6. 医療人として、責任ある行動および総合的に患者や生活者を捉えることの重要性

を理解している。「知識・理解」「思考・判断」 
7. 多様化する先端薬学について、高度かつ幅広い専門知識と技能を身につけている。

「知識・理解」「技能・表現」 
 
カリキュラム・ポリシー(CP)  

「教育目的」、「教育目標」、ディプロマ・ポリシーを達成するために、下記の教育

を実施する。 

 

1. 1 年次では、薬学部での学習意欲を高めるために、入門的な薬学概論、病院・薬局・

行政・企業・福祉施設を早期に体験する学習を実施する。また、少人数討論を含む演

習、一般教養を身につけるための一般総合科目を実施する。 
2. 全学年を通じて、薬学教育モデルコアカリキュラムに準拠した薬学の基礎知識と専

門知識を学ぶための科目、臨床への応用のための科目を順次実施する。 
3. 実務実習をふまえた医療準備教育を効率的に配置し、実施する。 
4. 実務実習では、地域に密着した病院、薬局において、これまで学習した基礎的な知

識・技能を実践の場で活かすとともに、その必要性や重要性を体得できるようにして

いる。 
5. 主体的学習態度、課題発見・問題解決能力を養うため、3 年次から研究室に配属し

て長期間の卒業研究を実施する。 
6. 研究意欲の高い学生のために、1，2 年次のどこからでも研究室の一員として研究に

関わることが可能となる学部内インターンシップを設定している。 



 

7. 研究室における卒業研究の一環として、英語論文を読みこなし、内容をわかりやす

く紹介する機会を設ける。 
8. 6 年次に卒業研究発表会を実施し、調査、研究した内容を簡潔にまとめてわかりやす

く伝えるプレゼンテーション能力を身につける機会を設ける。 
9. 実務実習、および、長期間にわたる卒業研究を通じて、豊かな人間性の構築、コミ

ュニケーション能力を醸成する。 
10. 本学薬学部の特徴を活かしたアドバンスト教育として、多様化する先端薬学につい

て、高度かつ幅広い専門知識と技能の修得を目指す「コース制科目」を配置し、実施

する。 
11. 6 年次においては、6 年間を通じて学習した基礎知識、専門知識を薬剤師として活

用できるよう総合的な学習科目を実施する。 
12. 成績評価は、科目の特性に応じて適切かつ多様な評価方法と基準を設ける。「知識・

理解」に関わる内容は、主に筆記試験やレポートで評価する。また「技能・表現」、

「思考・判断」、「関心・意欲・態度」に関わる内容は、主にレポートやプレゼンテ

ーション、ルーブリックを用いた評価法等で評価する。 
 

アドミッションポリシー（AP） 

１ 学部の求める人物像  

 薬学部では、医療人として「くすり」の専門家を担う薬剤師を養成します。チーム

医療で必要な多職種間連携を実践する人間力を育てるために、最新の薬学を勉強する

とともに、豊かな教養と人間性を身に付け、地域や国際社会に貢献できる資質を備え

ることが重要であると考えています。そのために、密度の高い日々の学習や研究活動

への参加をとおして、より深い基礎学力、研究マインド（課題発見能力と問題解決能

力）、コミュニケーション能力を養成します。このような薬学部での取り組みに共感

し、薬学部の勉学に取り組みたいと強い意欲をもっている人を求めます。 

 

２ 高等学校等で修得が望ましい内容  

(1) 薬学部での修学内容に対応可能な基礎学力を、高等学校等において修得している。 

(2) 課題や問題に対し主体的に対応できる能力をもっていること。 

(3) 豊かな人間性、協調性、コミュニケーション能力を有し、将来において医療人と

して活躍する明確な意欲をもっていること。 

 

３ 入学試験の基本方針  

さまざまな角度から受験者の資質、能力や将来性を把握するために、総合型選抜、

学校推薦型選抜、一般選抜を実施します。 



  薬学部長　　　今川　洋

  薬学科長    　角　大悟

生薬研究所長    浅川　義範　

講　師 (11) 助　教 (7) 助　手(0) 実験助手 (1)

(特任)宮村　充彦 * 伊勢　佐百合 (特任)三好　和加

(特任)後藤　哲也

浅川　義範

山本　博文

中島　勝幸

岡本　育子

宗野　真和 高橋　宏暢

瀬津　弘順

河野　真由美

辻　めぐみ　

末永みどり中村　敏己

井口　美紀

阿部　友美

薬 学 教 育
セ ン タ ー

事 務 室
*みなし教員

合計　50

四宮　一昭 堀ノ内　裕也

生 薬 研 究 所

機 器 分 析
セ ン タ ー

田中　好幸(兼任)

医 療 薬 学

白野　陽正

鈴江　朋子

病 態 分 子 薬 理 学 深田　俊幸 原　貴史

機 能 形 態 学 井上　正久 川上　隆茂

薬 剤 学 谷野　公俊 上田ゆかり

薬 理 学 喜多　紗斗美 古谷　和春 太田　紘也

門田　佳人

薬 物 治 療 学 角　　大悟 藤代　　瞳

生 薬 学 野路　征昭

微 生 物 学 永浜　政博 阪口　義彦

伊藤　勇太

生 化 学 葛原　　隆 畠山　　大 庄司　正樹

葛西　祐介

米山　達朗

薬 品 分 析 学 田中　好幸 森川　雅行

薬 品 製 造 学 今川　　洋

薬 品 化 学 加来　裕人 北村　圭

渕　靖史

薬 化 学 吉田　昌裕 塩見　慎也

薬 品 物 理 化 学 堂上(久保)美和 原田　研一

公 衆 衛 生 学 鈴木　真也

竹原　正也

張　　功幸

2023年4月1日

放 射 薬 品 学

准教授 (8)

2023年度　徳島文理大学　薬学部　教職員組織表

講 座 名
学　　部

教 授 (23)



 



教員組織の編成方針 

 

1. 教育研究上の目的とディプロマ・ポリシーを達成するのに必要な研

究・講義を実現する教員組織を編成する。 

 

2. 大学設置基準及び大学院設置基準に基づいて、必要な教員を配置す

る。 

 

3. 統一した教育研究を行うため、教員間の連携体制を確保し、役割分

担を適切に行う。 

 

4. 教員の人事（採用及び昇任等）については、学内規則に基づき適切

な運用を行う。 

 

5. 教員の年齢及び性別の適正な構成に配慮する。 



 



令和5年度薬学部委員 (2023.3.10)

担当者（下線は委員長）

2 原田、岡本（副）

今川、全教授

4 宗野、田中、張、鈴木、喜多、井上、角

5 谷野、山本、原田、原、岡本、上田

田中、(副) 吉田、山本、(1年) 中島、(2年) 畠山、(3年) 野路 、(4年・総務・到達) 谷野、(5年) 葛西、(6年・3コース) 山本、

(編入) 鈴木、(秋卒) 鈴木、(国試) 井上、(特別) 野路、(共用) 末永、(実務) 四宮、(IT) 高橋、(薬教セ) 宗野、高橋　

吉田、(物理)久保、（化学）吉田、（生物）葛原、（薬治）喜多、（薬剤）谷野、（衛生）鈴木、（社会薬）角、

（臨床）四宮、（アドバ）今川、田中、宗野

7 四宮、末永、井口、鈴江、堀ノ内、白野、中村

8 葛原、堂上、張

9 井上、葛原、白野、堂上、岡本、太田、北村、塩見

10 角、吉田、古谷、葛西、原、原田

11 野路、吉田、高橋、末永、庄司、門田

12 鈴木、高橋、中島、岡本、門田

角、末永、鈴江、四宮、中島、井口、阿部、庄司、原田、宗野、竹原、藤代、川上、堀ノ内、伊勢、

中村、白野、渕、門田、米山

14 堀ノ内、井口、阿部、末永、川上、竹原、白野、米山

15 加来、宗野、中村、白野、四宮、川上、堀ノ内、岡本、北村、渕、井口

16 角、宗野

17 白野、鈴江、井口

18 角、藤代

19 中村、鈴江、四宮、末永、井口

20 鈴木、角

21 野路、北村、森川

22 堂上、原

23 張、喜多、太田、伊藤、渕、古谷

24 宗野、鈴木、葛西、米山、岡本

25
加来、張、喜多、堂上、堀ノ内、藤代、伊藤、北村、竹原、米山、中島、鈴木、原

動画作成チーム: 谷野、久保、藤代、瀬津

27 入試処理 深田、竹原、葛西、井口

28 AO,編入,社会人 谷野

29 入学前教育 宗野、高橋

30 留学生入試 谷野、瀬津、上田

31 共通テスト 深田、竹原、葛西、井口

32 非公開（10名）

33 山本、原田、門田、庄司、北村 (危険物保安監督者) 張（主）、葛西（副）、原田（副）

34 田中、永浜、葛原、宗野、谷野、堂上、田中、四宮、深田、吉田、鈴木、張、喜多、角、井上、野路、今川、森川

(改善対策PT)今川、葛原、堂上、四宮、深田、張、喜多、角　

35 永浜、川上、阪口

36 喜多、鈴木、古谷、原、竹原、藤代、川上

37 永浜、角、阪口

38 葛原（放射線取扱主任者）、畠山、末永（副）、伊藤

39 野路、米山、堂上

40 喜多、葛原、今川、田中、吉田、張、深田、山本、四宮

出題委員

委員会名

RI委員会

動物センター管理委員会

徳島C動物実験委員会

細胞工学センター委員会

植物園運営委員会

薬学部研究委員会（PD）

予算委員会

施設委員会

図書委員会

就職委員会

学生委員会

広報委員会

入試委員会

深田

安全対策委員会

自己点検・評価委員会（年報）

コロナ対策委員会

総務委員会

サプリメントアドバイザー委員会

卒後教育委員会

中期計画・アセスメント委員会

教授会書記

カリキュラム改訂委員会

6

教

務

関

係

委

員

会

13

大学院教務委員会

国試対策委員会

基礎コース対策委員会

特別演習委員会

CBT実施委員会

OSCE実施委員会

OSCE・SP養成委員会

早期体験学習委員会

FD委員会

ボランテイア災害医療実習委員会

学部教務委員会

実務実習委員会

7

3



令和5年度薬学部委員 (2023.3.10)

担当者（下線は委員長）委員会名

41 田中

42 教授会メンバー全員

43 宗野

44 鈴木（防止）、上田（相談員）

45 鈴江

46 張　

47 張

48 喜多

49 鈴江

50 深田（全学遺伝子組換え安全委員長）、畠山、竹原

51 今川、葛原

52 葛原

53 吉田（部局担当）

54 角

55 葛原、吉田

56 野路、江角

57 四宮

58 四宮、井口

59 四宮

60 鈴木、角

61 白野

62 葛原

63 喜多

64 谷野

65 井上、白野

66 中村

67 吉田、加来

68 野路、浅川

69 堂上

70 田中

71 深田、堀ノ内

72 喜多

73 谷野

74 四宮、中村

75 堀ノ内

76 白野

77 宗野

78 鈴木、角

79 張

80 宗野

81 永浜

82 吉田

83 葛原、畠山

教員免許更新研修担当

薬

学

教

育

協

議

会

教

科

検

討

委

員

会

大

学

委

員

会

薬

学

会

全学教務委員会

合同教授会

学生指導協議会

遺伝子組換え実験委員会

自己点検評価委員会

支部役員

ファルマシア委員会

近畿地区委員会

安全輸出管理

FD促進委員会

就職支援委員会

全学動物実験委員会

倫理審査委員会

インターンシップ委員会

人権教育推進委員会

ハラスメント防止委員会

実

務

実

習

中

央

調

整

機

構

私

薬

大

協

・

国

試

問

題

検

討

生化学

医薬品情報学

薬学と社会

衛生薬学

放射薬学

日本薬局方

薬剤学部会

徳島・高知地区委員会

中国四国地区委員会

基礎薬学部会

薬理学部会

ヒューマニティー関連教科

微生物学

レギュラトリーサイエンス

分析化学系

病態・薬物治療等教科

薬理学

薬剤学

実務実習

病態・薬物治療部会

実務関係部会

有機化学系

生薬学・天然物化学

物理化学系

衛生系薬学部会

法規部会
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総務委員会 委員長 谷野公俊 委員 山本、原田、原、岡本、上田 

活動概要   

令和 5 年（2023 年）度、総務委員会が実施した主な活動は次の通り、報告します。 

2023 年 3 月下旬 

・ 薬学部入学式とオリエンテーション（準備・運営・司会進行 4/2） 

2023 年 4 月初旬 

 ・ 薬学部教職員歓迎会：コロナ禍で中止 

2023 年 7 月下旬～8 月末 

・ 保護者会（web/電話/対面型）へ参加教員と媒体の調整（本学総務部と連携） 

  ⇒ コロナ禍のため、校友会支部へ教員派遣を中止 

・ 夏季学術大会の懇親会：コロナ禍で中止 

2023 年 8 月～10 月末 

 ・ 薬学部主催 市民講座“花と緑の詩” (企画・運営・10/21 実施) 

2023 年 12 月下旬 

 ・ 薬学部教員忘年会 (企画・運営・12/20 実施) 

2024 年 2 月中旬～3 月中旬 

・ 薬学部卒業証書授与式（準備・調整・運営・3/15 実施） 

  ⇒ 卒業生と職員の集合写真（準備・調整・3/15 実施） 

・ 薬学部卒業記念祝賀会 (準備・調整・薬友会連携・3/15 実施) 

・ 総務委員会会議：次年度計画案と担当者の確認および反省会 

その他の活動実績 

・ 学生証 ID キー申請管理と登録 (研究室配属学生の ID キー変更手続対応)：10 月期 

・ 助教助手卒業アルバム用写真撮影：11 月期 

・ 新入生の ID キー申請管理と登録：4 月期 

課題に対する対応と評価 

課題 1 特になし 

 

次年度の課題とその改善案 

教務委員会が担当する業務の間で不明瞭な活動があり、例年通り、総務委員会がすべて担当し

た。本部総務部、薬学事務や学生支援部と連携をなお一層図り、業務の効率化を計りたい。 

備考・その他の資料等 

なし 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 

5 教員組織・職員組織 

 



 



A）教育

25



 



A）−１ 教務 
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教務委員会・ 
カリキュラム改訂委

員会 

委員長  

田中好幸 

吉田昌裕 

委員 吉田昌裕，山本博文，中島勝幸，畠山大，野

路征昭，谷野公俊，葛西祐介，鈴木真也，末永みど

り，四宮一昭，井上正久，宗野真和，高橋宏暢 

久保美和，葛原隆，喜多紗斗美，角大悟，今川洋 

活動概要   

2023 年度の教務委員会・カリキュラム改訂委員会の主な取り組みは以下の通り。 

1）2024 年度の薬学教育モデル・コア・カリキュラムの（2024 年度入学生から適用）に伴う、2024

年度のディプロマ・ポリシー (DP) の改訂が実施された。それに併せて、カリキュラム改訂委員

会で新たな教育カリキュラム (2024 年度カリキュラム) が策定された。これに基づき教務委員会

では講義担当者の割り振り・時間割作成を行った。 

2）新カリキュラム→改新カリキュラム移行、および、改新カリキュラム→2024 年度カリキュラム

移行に伴う、履修上の注意点について周知資料を作成した。 

3）DP の改訂に伴って、カリキュラムツリー／カリキュラムマップを改訂した（2024 年度カリキ

ュラム対応）。 

4）DP の改訂に伴って、DP 評価系を改訂した。 

5）改新カリキュラム・2024 年度カリキュラムの進行に伴う、単位読替えの方法について整備を行

った。 

6）改新カリキュラムにおけるコース配属・研究室配属の方針を策定し、コース科目実施の準備を

行った。 

7）薬学教育評価機構から受けた指摘に対して、昨年度策定された以下の対応を行った。 

a. シラバスチェック（科目と DP の対応チェック方法）の実施 

b. 新入生・在学生へのオリエンテーションでの DP 周知の実施 

8）教育成果の定量的データ（1〜4 年生進級率・退学率等）に基づき、1、2年生に対する学習補

助プログラムを実施した（Student Assistant(SA)を活用した勉強会）。3年生に対する学習補助

は、薬理系講義担当教員を中心に学習サポートを依頼した。 

9）教務委員会が主催する定例の以下の行事を実施した。 

l 1 年生 早期体験学習実施（前期）、文理学・地域学でのスタディスキルズの実施（通年） 

l 1 年生 4月新入生オリエンテーション、2-6 年新学年オリエンテーション実施。プレイ

スメントテストⅠ（４月）および、プレイスメントテストⅡ（８月）の薬学教育センタ

ーへの依頼 

l 1年生 基礎化学（加来）主講義15回 に加え、補講演習を開催 

l 3 年生 改新カリ生のコース配属（4月）研究室配属（6月）の実施 

l 3 年生 改新カリのコース制講義の概論の運営と実施 

l 5 年生 新カリキュラムアドバンスト選択科目の年２回の実施（3コース） 

l 6 年生 6月 卒業論文 口頭発表 評価はルーブリック法で第 3 者が実施 

l 3-5 年 総合薬学演習（卒論研究）評価はルーブリック法で第 3 者が実施 



l 編入生補講の実施 

l 通年 5 年生 学力向上プログラムの策定と実施 

l 4 年生 PBL講義実施（医薬品情報学演習） 

l 6 年生 令和 4年度優秀卒業論文・研究賞 3名を決定 

l 1-4 年 2023 年度 履修登録法の説明会実施 

10）特別な配慮を要する学生への対処方針に基づき配慮の認定を行なった。 

11）令和 6年度薬学部研究発表賞（卒論発表による 6年生の研究マインド等の評価）を新設 

12）前期と後期 １〜４年生講義の Web配信システム（24-201 室、24-202 室、24-301 室、24-302

室）の運営。システムを利用した講義のビデオ収録、および Web配信 

13) 第 41回 日本私立薬科大学協会 教務部長会への参加（大阪） 

14）全学教務委員会に参加（3回/年）（今川、田中） 

15）教務委員会と教務小委員会の実施（11回/年度） 

16）卒業単位認定会議の実施（2回） 

17）1-5 年進級判定会議の実施（1回） 

18）2023 年度 前期と後期の試験日程の作成 

19）2024 年度 薬学部の時間割の作成 

20）2024 年度 薬学部要覧の作成 

21）2024 年度 Webシラバス作成の依頼とシラバスのチェック 

22）2024 年度 特別経費「多様な学生に対する教育指導体制の構築」の予算要望として、教材費、

スチューデントアシスタント費（SA 費）、教育関連備品・用品・消耗品を計上した。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 改新カリキュラム実施（2023 年度 3 年生への適用） 

【対応】2023 年度は 3 年生までが、改新カリキュラムの学生となった。それに伴って、単位読替

えの方針などを整備した。また前期休学から復学した学生に対して、必要な補講を実施した。 

【評価】年間を通じて、問題なく改新カリキュラムの講義を実施することができた。また単位認

定も問題なく進んでいる。 

【資料】 

課題 2 低学年の学力向上と留年率の低減 

【対応】教育成果の定量的データ（1〜4 年生進級率・退学率等）に基づき、1、2年生に対する学

習補助プログラムを実施した（Student Assistant(SA)を活用した勉強会）。3年生に対する学習

補助は、薬理系講義担当教員を中心に学習サポートを依頼した。 

【評価】SA を活用した学習プログラムについては、参加した学生の評価は非常に高かった。教員

に質問に行くのはハードルが高いと思う学生も、上級生であれば話を聞きやすいこともあり、教

育効果が望めそうである。なお、留年率については小幅ではあるが、減少傾向にある。 

【資料】 



課題 3 改訂コアカリ（全国薬学部の教育内容）に基づく、新たな本学薬学部のカリキュラムを

策定 

【対応】薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に伴って、カリキュラム改訂委員会におい

てディプロマ・ポリシー (DP) およびカリキュラム・ポリシー (CP) の改訂版が策定された。そ

れに基づいて、自己点検・評価委員会、および、中期計画アセスメント委員会において改訂版 DP、 

CP が承認された。本 DP、CP では、DP と CP が関連づけられ、DP の評価までが一体的に俯瞰で

きるものとなっている。この体系に基づいて、教務委員会では講義の時間割作成、講義担当者の

割り振りを行なった。 

【評価】カリキュラム策定の中心となったカリキュラム改訂委員会と協力して、カリキュラム改

訂委員会が方針決定を行い、教務委員会がその具体的な実施方法の策定を担った。これらの準備

により、2024 年度 4月より、2024 年度カリキュラムに基づく講義を開始する準備が整った。 

【資料】2024 年度薬学部要覧 

次年度の課題とその改善案 

1. 2024 年度カリキュラム（2024 年度 1 年生への適用）・改新カリキュラム（2024 年度 4 年生へ

の適用）実施 

2. 低学年の学力向上と留年率の低減 

3. 改訂コアカリ（全国薬学部の教育内容）に基づく、新たな本学薬学部のカリキュラムを策定 

備考・その他の資料等 

1）2023 年度 2023 年 4月〜2024 年 3月教務委員会議事録［根拠資料として上記内容を含む］ 

「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

3 薬学教育カリキュラム 

【基準 3-1-1】薬学教育カリキュラムが教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて構築され

ていること。 

【観点 3-1-1-1】教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、以下の内容が体系的に整理され、

効果的に編成されていること。 

● 教養教育 

● 語学教育 

● 人の行動と心理に関する教育 

● 薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25 年度改訂版の各項目（基本事項・薬学と社会・薬 

学基礎・衛生薬学・医療薬学・薬学臨床・薬学研究） 

● 大学独自の教育 

● 問題発見・問題解決能力の醸成のための教育 

注釈：カリキュラムの体系性及び科目の順次性がカリキュラムツリー等を用いて学生に説明され



ていること。 

注釈：語学教育には。医療の進歩・変革に対応し、医療現場で活用できる語学力を身につける教

育を含む。 

【観点 3-1-1-2】薬学教育カリキュラムが、薬学共用試験や薬剤師国家試験の合格率の向上のみを

目指した編成になっていないこと。 

【観点 3-1-1-3】教育課程及びその内容、方法の適切性について検証され、その結果に基づき必要

に応じて改善・向上が図られていること。 

 

［現状］ 

現在、本薬学部では 2つのカリキュラムが実施されている。平成 25 年度改訂薬学教育モデル・コ

アカリキュラムの運用開始にあわせて実施された現行カリキュラムと、現行カリキュラムの問題点を

踏まえて改善を行った改新カリキュラム（2021 年度から実施）の 2つである。以下では、現行カリキ

ュラムの最後の入学生に配布した 2020 年度薬学部要覧が根拠資料となっている場合は、現行カリキ

ュラムの根拠資料とし、改新カリキュラム初年度入学生に配布した 2021 年度薬学部要覧が根拠資料

となっている場合は、改新カリキュラムの根拠資料とする。以下では、この両カリキュラムについて

並列して説明する。 

教育課程の編成及び実施に関する方針に基づく教育カリキュラムを構築するため、平成 25 年度に

教授を中心に構成された将来計画検討委員会（現中期計画・アセスメント委員会）において、学部の

教育目標に基づいた入学から卒業までの一貫した教育課程の議論が行われ、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの基本案が作成された。その後 2019 年度に中

期計画・アセスメント委員会の議論でディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ

ョン・ポリシーの改定案の策定が行われた (資料 24、資料 25)。ここで策定された改定案は全学教務

委員会にて学長により承認された (資料 24)。この承認に基づき、３つのポリシーを薬学部要覧、薬

学部ホームページに掲載されている (資料 3-1 p2-3、資料 3-2 p2-3、資料 15)。 

現行・改新カリキュラムの教育課程の編成は、上述の共通のカリキュラム・ポリシーに基づいて各

教育項目が効果的な順で実施されるように配置され、その編成はカリキュラムツリーとして薬学部要

覧に掲載されている (基礎資料 1、資料 3-1 p36、資料 3-2 p36)。【観点 3-1-1-1】 

「教養教育」としては、徳島文理大学では一般総合科目として開講されており、人文科学、社会科

学、自然科学の科目が選択科目として配置されている (資料 3-1 p32、3-2 p32)。これらの科目は専

門教育を下支えする一般教養であるため 1、2年生で集中的に一般総合科目が選択できるように時間

割が組まれている。さらに、3、4年生でも教養を深めたい学生のために、一部の一般総合科目が選択

できるように時間割が組まれている。【観点 3-1-1-1】 

「語学教育」に関しては、1、2、4年次 (現行カリキュラム)／1、2、3年次 (改新カリキュラム) に

英語科目を配して、英語基礎力の養成から、専門教育を踏まえた薬学英語へと内容が高度化するよう

なカリキュラムとなっている(資料 3-1 p285-286、資料 3-2 p309-310)。さらに研究室配属後は研究

室における英文セミナーの実施を通じて最新の薬学専門英語を学ぶことで、医療の進歩・変革に対応



し、医療現場で活用できる語学力を養成できるようになっている。【観点 3-1-1-1】 

「人の行動と心理に関する教育」に関しては、現行カリキュラムではコミュニケーション関連の科

目 (臨床薬学概論、チーム医療論、実践的コミュニケーション) で学習を行なっており、改新カリキ

ュラムでは (チーム医療論、医療コミュニケーション学 1・2) で学習予定である (資料 3-1 p33-35、

資料 3-2 p33-35)。「平成 25 年度改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに示された教育到達目標 

(SBO)」の全てを、本学部の専門教育科目の必修科目で網羅していることを教務委員会改新カリキュ

ラム部会で確認している(基礎資料 2)。各科目の対応 SBOについては、教科担当教員への周知を行っ

ているとともに、シラバスで学生に公開されている (資料 5-1、資料 5-2)。 

これに関連して、薬学教育評価機構による平成 26年度実施の第 1 期の評価において「改善すべき

点 3」として、「医療コミュニケーションに重要な科目: 実践的コミュニケーション、医療安全に関

わる科目: 医薬品リスクマネージメントは、選択科目となっているので、必修科目とすることが必要

である。」との指摘を受けていた。これを受けて、「IV. 大学への提言」に対する改善報告を行なっ

たが、検討所見で「改善がなされたと判断できない」との審議結果をいただいた (資料 10)。この結

果を受けて、改新カリキュラム（2021 年度より実施）では、リスクマネージメントおよびコミュニケ

ーションに関する科目を必修科目とし、指摘点に対して対応した（医療リスクマネージメント、医療

コミュニケーション学 1、医療コミュニケーション学 2）。特にコミュニケーションについては科目

を 2科目に増やすことで、充実したコミュニケーション能力を育むことが可能なカリキュラムを策定

した (資料 3-2 p33-34)。【観点 3-1-1-1】 

さらに、平成 26年度の第 1 期の評価において「改善すべき点 2」として、「態度教育として重要

な医療倫理教育、ヒューマニズム教育、医療コミュニケーションなどの態度教育のほとんどが講義で

行われており、参加型の方略が少ないので、SGD、ロールプレイなどの参加型の学習方法による学習

時間を増やすことが必要である。」との指摘を受けていた (資料 10)。この指摘に対応するために、

改新カリキュラムでは、現行カリキュラムの参加型学習に加えて、「医療倫理学」の設置、「医療コ

ミュニケーション学 1」「医療リスクマネージメント」の必修化、「医療コミュニケーション学 2」

の新設、「実務実習事後学習」の内容の充実化をはかってきた (資料 3-2 p33-35)。また医療薬学系

科目にも「治療薬学演習 1」「治療薬学演習 2」「症候学」を新設して、演習を軸とした学生自らが

考える講義・演習を充実させた (資料 3-2 p33-35)。これらのカリキュラム改訂により、現行カリキ

ュラムに対する指摘については、改善がなされたと考えている。【観点 3-1-1-1】 

「大学独自の教育」として、本学部では薬学研究を通じた学生の育成を特徴としている。学生は 3

年次後期 (現行カリキュラム)／3年次前期 (改新カリキュラム) という比較的早い時期から研究室

に配属され、6年までの間に薬学研究活動を行うことで（総合薬学研究 1〜4）、知識の総合的な理解

を深める教育を行っている (資料 3-2 p33-35)。さらに 1、2年生 (現行・改新カリキュラム) および

3年前期 (現行カリキュラム) にも、研究を行いたい学生のために、学部内インターンシップ (選択

科目) を設置して、興味のある研究室にて研究を実施できる環境を用意している (訪問時 24学部内

インターンシップ報告書、資料 3-2 p33-34、資料 3-1 p33-34)。このように本学部では学生の問題発

見・問題解決能力の醸成を目標とした教育の一環として、低学年次からの積極的な研究活動の実践を



行っている。またアドバンスト科目として、5年生において専門教育科目の選択科目を配置している。

特に改新カリキュラムではコース制を導入して、コースに則した専門性を高める専門教育科目を充実

させている。さらに 6年生においては、実務実習後にその学びを総合的に振り返る講義 (実務実習事

後学習) を配している (資料 5-1 p361-363)。実務実習事後学習では薬剤師と患者のやりとりを基に

したシナリオを作成し、病態・薬物治療・患者対応などを含めた総合的な学習を PBL 形式で実施して

いる (資料 26)。【観点 3-1-1-1】 

本学部では、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関わる科目として、研究活動 

(「総合薬学研究 1」（資料 5-1 p368-369）、「総合薬学研究 2」（資料 5-1 p370-371）、「総合薬

学研究 3」（資料 5-1 p372-373）、「総合薬学研究 4」（資料 5-1 p374-375）)、SGD (「早期体験学

習」（資料 5-2 p120-122）、「基礎ゼミナール A」（資料 5-2 p100-101）、「臨床薬学概論」（資料

5-1 p326-328）、「チーム医療論」（資料 5-1 p117-118）、「薬事関係法規」（資料 5-1 p127-129）、

「先進医療概論」（資料 5-1 p337-339）等)・PBL/TBL （「薬学演習 2」（資料 5-1 p443-445）、「医

薬品情報学演習」（資料 5-1 p323-324）、「臨床調剤学」（資料 5-1 p331-333）、「実務実習事後

学習」（資料 5-1 p361-363）等)等の方略を用いた多様性のある科目を設置している。このように学

生の総合的な能力向上を図る教育を行っており、薬剤師国家試験対策のみに特化した講義体系とはな

っていない。【観点 3-1-1-2】 

教育課程の検証については中期計画・アセスメント委員会において、講義の内容・方法の適切性に

ついて検証を行っている (資料 16)。また、「大学への提言」に対する改善報告についての審議結果 

(2019 年 1月 18 日) を踏まえて、徳島文理大学に対して薬学部が提出した「2018年度中期事業計画」

を継続して、改新カリキュラムを策定することが 2019 年 6 月教授会にて決まった (資料 27)。そこで

2020 年度に改新カリキュラム部会が中心となり、2021 年度から新たなカリキュラムをスタートでき

るよう改新カリキュラムを策定した (資料 28)。本カリキュラム改訂により、「技能・表現」「思考・

判断」「関心・意欲・態度」に関わる科目を充実させるとともに、現代社会のニーズに合致した専門

知識・技能を持った薬剤師を養成できるよう、カリキュラムの改善・向上を図った。本改新カリキュ

ラムは薬学教育モデル・コアカリキュラムの次の改訂を待たず、2021 年度より実施している(資料

3-2)。【観点 3-1-1-3】 

 

［点検・評価］ 

本薬学部では、大学に公式に認証されたディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに基づい

て教育カリキュラム（現行カリキュラム (2020 年度入学生まで) および改新カリキュラム (2021 年

度入学生から)）が作成されている。現行カリキュラム、改新カリキュラムともに、【観点 3-1-1-1】

に示された各項目に関する科目を配している。なお、改新カリキュラムからは、「人の行動と心理に

関する教育」のコミュニケーション関連科目の科目増設を行い、「大学独自の教育」として、専門性

を高めるためのコース制科目を整備した。これらの改革により改新カリキュラムは、薬剤師としての

基本的資質を高めて、より専門性の高い薬剤師を養成できるカリキュラムとなった。さらに、両カリ

キュラムとも学生の学修段階を踏まえて各科目が漸次的に高度な内容となるようにカリキュラムが



組まれており、科目間の連関はカリキュラム・ツリーに示されている。これらの状況から、【観点 

3-1-1-1】に適合していると判断できる。【観点 3-1-1-1】 

 

本学部では、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関わる科目として、研究活動 

(総合薬学研究 1〜4)、SGD (早期体験学習、基礎ゼミナール A、臨床薬学概論、チーム医療論、薬事

関係法規、先進医療概論)・PBL (薬学演習 2、医薬品情報学演習、臨床調剤学、実務実習事後学習)

等の方略を用いた多様性のある科目を設置している。このように学生の総合的な能力向上を図る教育

を行っており、薬剤師国家試験対策のみに特化した講義体系とはなっていないことから、【観点 

3-1-1-2】に適合していると判断できる。【観点 3-1-1-2】 

 

教育課程の検証については中期計画・アセスメント委員会において、講義の内容・方法の適切性に

ついて検証を行われている。その結果は教授会を通じて適切に教務に反映され、改新カリキュラムの

策定・2021 年度からの実施という形につながっている。このように検証のための学部内委員会の設立

と、当該委員会からの教務への伝達経路が確立しており、実際の改善行動につながっている。これら

のことから【観点 3-1-1-3】に適合していると言える。【観点 3-1-1-3】 

 

＜優れた点＞ 

2015 年度より開始された現行カリキュラムでは、薬学教育モデル・コアカリキュラムに示された

教育到達目標（SBO）が各科目のシラバスに反映され、すべての SBOが学習可能なカリキュラムにな

っている。従って、開講科目のほとんどは、原則として薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠し

ていると評価できる。現行カリキュラム及び改新カリキュラムの優れた点としては、薬学研究を通じ

た学生の育成を特徴とした、大学独自の教育を実践していることが挙げられる。総合薬学研究を 3年

次後期から実施し、学生の「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」を伸ばす教育を実施

している。学生全員が卒業論文の作成、卒論発表会を実施し、指導教員以外の学内の他教員も含めた

客観評価を実施している。低学年次より研究活動に体験・参加できる学部内インターンシップは、早

期からの研究マインドを養うことのできる科目であり、問題発見・問題解決能力をもった医療人の育

成に有効であるといえる。また現行カリキュラムの特徴として、5年次において高いパフォーマンス

を持ち実務実習に臨めるよう、SGDを基本としたアクティブラーニング形式での講義設定を各学年（1

〜3 年次）に配置していることが挙げられる[早期体験学習、基礎ゼミナール A（1年次）、早期研究

入門、臨床薬学概論（2年次）、チーム医療論、医薬品情報学演習（3年次）]。いずれの科目も医療

人としての資質形成を目指したものであり、ルーブリック評価を使用することで学生のパフォーマン

スを評価している。また文理学（1年次）の講義内で、学内の医療系学部・学科（保健福祉学部（看

護学科、理学療法学科、口腔保健学科、人間福祉学科）、人間生活学部（食物栄養学科））と合同で

SGD 形式の多職種連携講義を行っているのも本学の特色の一つである。6年次の実務実習事後学習で

は、異なる実習先で培った様々な情報を学生同士で交わせることで、学生の知識向上に役立たせてい

る。 



 

＜改善を要する点＞ 

＜現行カリキュラムの改善を要する点＞ 

教育課程の検証については中期計画・アセスメント委員会において、講義の内容・方法の適切性に

ついて検証されている (資料 16)。また教務委員会では毎月委員会を開催しており、その中でカリキ

ュラムの改善・変更を含めた事項について定期的に検証を行っている。検証の結果、現行カリキュラ

ムにおいて以下の事項に問題点があることが分かった。 

1) 現行カリキュラムでは薬学教育モデル・コアカリキュラムに示されたすべての SBO が学習可能

となっているが、一つの SBO に対し複数の科目が対応しているものも数多く存在する。現行カ

リキュラム作成時において、各系における学習内容は各科目間との関連性を考慮し、効果的に

学習できるように配置した。しかしながら検証の結果、一部の系において科目間での学習内容

の、過剰と思われる重複が見られた。学習内容を様々な角度から繰り返し学ぶことは重要であ

るが、薬剤師としての素養を養成するための科目の充実も必要であり、各科目において講義内

容を整理する必要があると判断された。 

2) 各科目では学修習熟度評価のため、時間外学習として課題、レポート、補習講義等を学生に数多

く課している。その結果、学生は日々の受動的な学習に多くの時間を費やしており、特に高学年

次において研究活動等を能動的に行う時間が十分に取れてないのではないかと危惧される。 

3) 現行カリキュラムでは薬剤師として素養を身につけるための講義・演習が体系的に行われてい

る。しかしながら検証の結果、ヒューマニズム、倫理観の醸成に関する教育が不十分であると判

断され、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」などの育成する科目を増やす必要性

が浮かび上がってきた。また医療コミュニケーションに関する「実践的コミュニケーション」、

医療安全に関わる「医薬品リスクマネージメント」は選択科目となっているが、重要な学習内容

を含んでいるため必修科目にする必要があると判断された。 

4) 現在、薬剤師の活躍の場は医療機関、製薬企業をはじめ多岐に渡っており、本学部の理念におい

ても、地域や国際社会に貢献できる薬剤師、及び、薬剤師資格を有した多様な人材を育成するこ

とを目的としている。現行カリキュラムでは薬学教育モデル・コアカリキュラムに即した教育を

行っているが、現代社会のニーズに合致した専門知識・技能を持った薬剤師を養成するため、新

たな教育プログラムの設置・実施が必要である。 

＜改新カリキュラムの改善を要する点＞ 

上述の現行カリキュラムの問題点を改善した新たな改新カリキュラム（後述参照）を 2021 年度よ

り実施している。今後改新カリキュラムの実施に併せて検証を定期的に行うことで、改新カリキュラ

ムの問題点を抽出・改善していく必要がある。 

 

［改善計画］ 

＜現行カリキュラムの改善＞ 

上述の＜現行カリキュラムの改善を要する点＞に示した改善点に関しては、すでに改新カリキ



ュラムの策定 (2020 年度 11月教授会資料:改新カリキュラム部会資料) と改新カリキュラムの

2021 年度からの実施で改善がなされているが、本薬学部における現行カリキュラムの改善点への

具体的対応の説明として以下に記述する。 

1) 現行科目の整理・統廃合と新規科目の設置 

 「現行カリキュラムの改善を要する点 1)～3)」に対応すべく、現行科目の整理・統廃合

と新規科目の設置を行った。各系列講義・実習間での学習内容の重複を避けるため、必修

科目の学習内容とコアカリキュラムに示されている SBO とを照合して精査し、重複範囲を

明らかにした。その結果を基に科目の再編を行い、薬学基礎系の必修講義科目を中心に科

目の一部削減を行った。更に一部の薬学基礎系の科目を前倒しで実施することで、2 年次

までに主要基礎科目の履修を終えるようにした。その一方で学習内容不十分と判断された

ヒューマニズム、倫理観の醸成に関する科目として、「医療倫理学」、「医療コミュニケーシ

ョン学 1、2」および「医療リスクマネージメント」を新たに設置もしくは必修化し、薬剤

師としての素養として必要な「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」などを育

成する科目の充実を図った。また後述の 3 コース制の導入に伴い、学生のコース選択と研

究室配属を 3年次前期に行うように設定した。併せて 3～6 年次に 3コース制の選択科目の

履修や研究活動（総合薬学研究 1～4）を行う十分な期間を設け、高学年次において学生が

能動的な教育研究活動に専念できるよう、カリキュラムの再編を行った。 

2) 3 コース制の導入 

 「現行カリキュラムの改善を要する点 4)」に対応すべく、新たに３コース制の導入を行

った。現代社会のニーズに合致した専門知識・技能を持った薬剤師を養成するため、新た

な教育プログラムとして、「先端医療薬学」、「医薬品研究開発」、「漢方・セルフケア」の 3

領域に特化したコース制度を設置した。コース制度の導入により、学生は 3～6 年次にそれ

ぞれのコースに特化した最先端の薬学領域の学修が可能となり、薬剤師国家試験合格だけ

でなく、将来社会に必要とされる高度な専門知識・技能を持った薬剤師を養成する。 

 

本改新カリキュラムは薬学教育モデル・コアカリキュラムの次の改訂を待たず、2021 年度よ

り実施している (2021 年度薬学部要覧)。 

 

＜改新カリキュラムの改善計画＞ 

改新カリキュラムの実施が適切に行われているか、中期計画アセスメント委員会を中心に定期

的な検証を行い、今後生じうる新たな問題点の抽出と、その対策について検討する。 

2023 年度の追記： 

2024 年度からは薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令和 4年度改訂版）が走ることとなって

いる。そこで 2023 年度は、新たなコア・カリキュラムに対応した本学部のカリキュラム（2024

年度カリキュラム）を策定した。また、令和 4年度改訂版薬学教育モデル・コア・カリキュラム

に対応した DP・CP の策定も実施された。新たな DP・CP の策定、および、本学部の 2024 年度カリ



キュラムの策定では、上記の概要で述べた内容を全て反映するように策定されている（根拠資料: 

2024 年度に発行予定の 2024 年度薬学部要覧を根拠資料とする予定）。 

 

【基準 3-2-1】教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいた教育が適切に実施されているこ

と。 

【観点 3-2-1-1】学習目標の達成に適した学習方略が用いられていること。 

注釈：例えば薬学研究では、必修単位化、十分な研究期間の設定、研究論文の作成、研究成果の

医療や薬学における位置づけの考察、研究発表会が実施されていること。 

【観点 3-2-1-3】学生の資質・能力の向上に資する学習・教授・評価方法を開発していることが望

ましい 

注釈：「資質・能力の向上に資する学習・教授・評価方法」には、主体的・対話的で深い学び（ア

クティブラーニング）やパフォーマンス評価を含む。 

 

［現状］ 

本学部においては、学習目標の達成に適した学習方略を用いて教育を行っており、すべての

科目について、それぞれの科目がどのディプロマポリシーに関わっているかを、薬学部要覧中に

カリキュラムマップとして示すとともに、各科目のシラバスの中に明記している。(2020 年度薬

学部要覧(現行カリキュラム)、2021 年度薬学部要覧(改新カリキュラム)、2021 年度 Webシラバ

ス)。中でも、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」を具現化したディプロマ・

ポリシーに関わる科目については、教育内容に適した学習方略と、方略にあわせた評価方法を各

科目で作成した (2021 年度 Webシラバス)。 

「知識・理解」の修得に関しては講義や演習が中心となるが、講義内容の修得度の向上を目

指して、各講義担当者ができる限り講義内に演習を取り込むこと努力を行なっている。中でも組

織化された演習として、2019年度から 1年次の基礎化学において、化学系教員及び薬学教育セン

ターの教員が中心となり、全員出席、かつ、グループディスカッションも取り入れた演習講義を

実施している（2022 年度教授会資料: 教務委員会(1 年生 基礎化学・演習補講結果)）。これは

この後に続く多くの化学系科目を理解する上で、化学の基礎を固める必要性を化学系教員で共有

して、化学を理解することを主眼において組織だった演習を行なっているものである。また本薬

学部では、薬理学・病態学・薬物治療学を統合して、疾患別の講義を行なっている。講義内容が

多領域にまたがっているため、これらの科目に関係する教員で、講義および演習の方法について

すり合わせを行い、講義の進め方などについて教員間で意思統一をはかっている。これらの努力

により、関連科目全てに対して中間テストの実施や、教育内容のスムーズな連携が達成されてい

る。 

「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関係する科目では、実習、体験学習

あるいは、SGD・PBLを取り入れた講義科目を配置し、学習領域に適した学習方略を実施している

（2022 年度 Webシラバス）。例えば 1 年生の必修科目である「基礎ゼミナール A」では、モルヒ



ネを題材として取り上げ、モルヒネの歴史、および化学、薬理学的な側面から見たモルヒネに関

する知識・理解、さらには医療現場での活用や薬剤師の視点から見たモルヒネなど 5回の講義の

中で１つの物質を様々な角度で捉え、その物質について体系的に学べる講義内容となっている 

(2022 年度 Webシラバス(基礎ゼミナール A))。講義後は、PBL形式に近い形で小グループに分か

れて能動的な学習が行われている。各グループで 1つの物質・医薬品を選び、その物質に関する

化学、生理・薬理作用、臨床応用など多面的な特徴について SGD 方式で総合的に調査、学習し、

その成果を複数のグループで集まって発表している。評価においては、ルーブリック表を用いて

実施しており、教員だけではなく学生同士のパフォーマンス評価も含めている。また、6年次の

実務実習事後学習では、各グループ 4〜6名にシナリオまたは課題に基づき SGD を展開させるも

ので、異なる内容で計 2回を行っている。SGD では、発表資料を作成するだけではなく、発表会

前に互いのグループのシナリオや課題が閲覧できるため、他のグループの課題内容に関する調査

を事前に行うことにより、発表時の活発な質疑応答につながっている。また、発表時にはロール

プレイなどによる服薬指導あるいは疑義照会も取り入れ、グループ全員が積極的に参加できるよ

う学習方略を工夫し、主体的・対話的で深い学びが実践できている。さらには、教員によるルー

ブリック評価だけではなく、学生同士がパフォーマンスをピア評価する仕組みも整っている 

(2022 年度 Webシラバス(実務実習時後学習)、2020 年度 3月教授会資料:教務委員会資料(実務実

習事後学習))。 

さらに、薬学研究では、卒業研究として総合薬学研究 1〜4 を 3 年次から 6年次までの 3年間

の必修科目として配置している (2022 年度薬学部要覧 p.34、2020 年度薬学部要覧 p.34)。十分

な研究期間が設定され、薬学に関する専門的な情報の解析、評価方法、問題解決に至るプロセス

の設定法、学会等での研究報告を通して経験するプレゼンテーション法など研究活動を通して学

ぶことができる。総合薬学研究の単位認定（3〜6 年次）には、それぞれの学年で、研究報告書の

提出が必須である。この報告書は、指導教員以外の教員によって客観評価を受ける。このように、

卒業論文の作成だけに限らず、各学年次に研究成果の医療や薬学における位置づけの考察ができ

る仕組みが整っている。卒論発表会においても、指導教員以外の外部評価者も含めた客観評価を

実施しており、これらの評価を取り込んだルーブリック表を用いて評価を実施している (2022

年度 Webシラバス(総合薬学研究 4))。【観点 3-2-1-1】 

 

薬学臨床における実務実習では、「薬学実務実習に関するガイドライン」(薬学実務実習に関

するガイドライン(平成 27 年 2月 10日)) を踏まえ、実務実習の実施に努めている。本学薬学部

内に薬学実務実習を統括する委員会 (以下、実務実習委員会) を設置し (2022 年度 4月教授会資

料: 学部長資料(令和 3年度薬学部委員))、円滑かつ充実した実務実習を実施するための方策や

課題、評価、臨床準備教育等に関する事項について定期的に協議している (各年度実務実習委員

会議事録)。実務実習委員会は、実務家教員である教授を委員長として、8 名の薬学部教員で構成

されており、実務実習全般の統括を行なっている (2022 年度 4月教授会資料内：学部長資料(令

和３年度薬学部委員))。本委員会では、実務実習に関わる全ての企画、調整、実習施設との連携



等について協議・検討しており、また、実習生、実務実習施設、訪問担当教員、配属研究室教員

等が実務実習委員会に随時連絡・相談できる体制も整えている (各年度徳島文理大学薬学部実務

実習資料)。薬局・病院実務実習施設の調整は、病院・薬局実務実習中国四国地区調整機構へ依

頼し (病院・薬局実務実習調整依頼書(令和 4年度))、薬局実務実習と病院実務実習が連続して

実施でいるよう、中国四国地区調整機構において 4期制で割り振りを行なっている (各年度訪問

教員一覧)。新型コロナウイルス感染症流行状況の影響で実務実習受入施設が困難となった場合

は、実務実習施設または、実務実習実施期を変更することで対応した (2022 年度教授会資料内：

実務実習委員会資料)。新型コロナウイルス感染拡大に伴う実務実習対応としては、病院・薬局

実務実習中国四国地区調整機構の方針・通知に従い行った(病院・薬局実務実習中国四国地区調

整機構通知文(2020 年 8 月 7日、2021 年 2月 1日))。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点か「ふるさと実習」が困難となった場合は、1日当たりの実習時間延長や実習日追加等によ

り、薬局及び病院における十分な「ふるさと実習」の機会の確保に努めた (令和 2年度薬学実務

実習中間調査に基づく課題への対応について(薬学実務実習に関する連絡会議))。 

実務実習施設との連携体制としては、本学部の全教員が分担して実習施設を訪問し実習生を

指導している (各年度訪問教員一覧)。具体的には、訪問担当教員は、実務実習施設の指導薬剤

師と連携して実習生の指導に当たっている。実務実習期間中に、訪問担当教員が実習施設の訪問

（2回以上）を行い、実習生および実務実習施設の指導薬剤師と面談し実習内容の情報共有・進

捗状況の確認および相談等を行っている(各年度徳島文理大学薬学部実務実習資料)。ただし、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、訪問担当教員が実習施設を、直接、訪問することが

できない場合は、オンライン会議システムや電話等の電子通信機器を活用して、実務実習施設の

指導薬剤師と情報共有・実習内容の相談等を行い、実習生についても、オンライン会議システム

や電話等の電子通信機器を活用して面談等を行っている (徳島文理大学薬学部の実務実習時に

おける新型コロナウイルス感染症対策および対応(徳島文理大学薬学部実務実習委員会))。また、

例年であれば、実務実習受入施設の薬剤師、県薬剤師会、県病院薬剤師会、本学教員に参加頂き、

本学にて徳島文理大学薬学部実務実習連絡会を開催し、実務実習の効果的な実施や課題について

情報交換・情報共有等を行ない大学・施設間の連携・協力体制の構築・維持につなげているが、

2022 年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、本学での開催は行わずオンライン会議システ

ムを用いて徳島文理大学薬学部実務実習連絡会を開催した (各年度徳島文理大学薬学部実務実

習連絡会スケジュール表)。このオンライン会議では、例年より多くの質疑応答があり、効果的

であった。 

実務実習指導・管理システム（富士フィルムシステムサービス株式会社）を活用することで、

本学と実習施設が、随時、実務実習の内容や進捗状況等について情報共有や情報交換を行うこと

ができる連携体制を整えている (実務実習指導・管理システム操作マニュアル)。また、各実習

生がどのような実習を行うのか実務実習開始前に各実務実習施設と連携し、実務実習指導・管理

システムを用いて実務実習実施計画書を作成しており、その計画書どおりに実習が実施されてい

ることの確認も行っている。また、訪問担当教員と実習生の配属研究室教員が週報にコメントを



返すことで継続的な学習支援を実施している。薬学実務実習に関するガイドラインでは、全ての

実習生が、どの実務実習施設でも標準的な疾患について広く学ぶことを目的として「代表的な疾

患（８疾患）」が提示されている (薬学実務実習に関するガイドライン(平成 27 年 2月 10日))。

2022 年度の本学実務実習において、薬局実務実習・病院実務実習を通して、全ての実習生が代表

的な疾患に関連した症例を経験・体験することができた。 

薬局・病院実務実習の評価は、薬学教育評価機構の第 1期の評価において「改善すべき点 5」

として、「実務実習の総合点に卒業担当教員の裁量による評価の割合が大きいことは評価の公平

性を担保しているとは言えない」との指摘を受けたため (「IV.大学への提言」に対する改善報

告についての審議結果)、実務実習施設 50%、訪問担当教員 10%、卒業研究配属教室の教員 40%の

評価割合を、実務実習施設 50%、訪問担当教員 10%、卒業研究配属教室の教員 20%、実務家教員

20%へ変更し、実務実習の総合点における卒業担当教員の裁量による評価の割合を 40%から 20%へ

改善した (2021 年度実務実習総合評価表）。また、実務実習記録内容、実務実習の到達度評価、

「地域におけるチーム医療」「在宅医療・介護への参画」「地域保健への参画」、「プライマリ

ケア、セルフメディケーションの実践」、「災害時医療と薬剤師」に関する実務実習記録（レポ

ート）のルーブリック評価等を用いて実習施設の指導薬剤師及び複数の大学教員（訪問教員、配

属研究室の指導教員、実務家教員）が総合的に評価を行った (薬学実務実習の概略評価(例示)(薬

学実務実習に関する連絡会議))。【観点 3-2-1-2】 

 

学生の資質・能力の向上に資する取り組みとしては、学生の特徴に合わせたクラス分け講義

や、講義内での演習の導入、さらには反転講義などのアクティブラーニング導入等、資質・能力

向上に向けた多彩な形態で講義が実施されている。また、ほぼ全ての専門科目において、Google

クラスルームを利用し、講義資料、課題提出等による理解度確認や質疑応答など双方向型講義が

確立できている。さらに、全科目において録画した講義を復習用ツールとしてクラスルームで公

開し、学生の能動的な学習を促し、理解度向上に繋げている。以下、学習・教授方法について具

体例を示す。 

本学における主体的・対話的で深い学びの実践科目としての中心は卒業研究であり、必修科

目として 3年前期から 6年前期の 3年間実施されている (総合薬学研究 1〜4)。卒業研究に先立

って、希望する学生は 1、2年次に「学部内インターンシップ」として研究室での研究活動に参

加することができる。卒業研究以外では、【観点 3-2-1-2】に記述したように、1年生の必修科

目である「基礎ゼミナール A」、「基礎生物学」、2年次の「早期研究入門」、「医療倫理学」、

「医療コミュニケーション学 I」など複数の必修科目において、PBL、SGD形式で能動的な学習が

行われている (各年度 Webシラバス）。例えば現行カリキュラムで研究倫理・生命倫理・医療倫

理を学ぶ「早期研究入門」では、薬剤師として必要な基本事項 (薬剤師の役割、薬害に対する知

識、倫理および患者の権利) について、講義と SGD を組み合わせた学習スタイルとなっている。

講義内で出題される課題に対して制限時間内に全員が意見を記入、公開し、各自の意見を踏まえ

て SGD により課題に対して議論を深めることにより、主体的・対話的で深い学びを実践している。



なお本科目の講義内容は、改新カリキュラムでは「医療倫理学」に引き継がれている。その他、

現行・改新カリキュラムの 1年生の必修科目である「基礎ゼミナール A」、「基礎生物学」、改

新カリキュラムで必修化された「医療コミュニケーション学 1、2」など複数の必修科目において、

PBL、SGD形式で主体的・対話的な学習が行われている (各年度 Webシラバス）。【観点 3-2-1-3】 

評価方法としては、「知識・理解」に関する科目は主に試験による単位認定がなされている。

一方、表 3−1 に掲載した「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科目では、

SGD、PBLを通じて学生のパフォーマンスを評価するために、ルーブリック評価またはピア評価が

実施されている (各年度 Webシラバス）。 

また、ディプロマ・ポリシーごとに、学年ごとの到達目標を設定し、到達目標に合わせたパ

フォーマンスを評価するためのルーブリック表を作成した。これにより、学年と科目をまたいだ

各資質・能力の修得度の体系的評価基準を策定できた。【観点 3-2-1-3】 

このルーブリック表を用いたパフォーマンスにより、薬学教育評価機構の第 1期の評価にお

いて、「改善すべき点 1、4、7」として、「ヒューマニズム教育・医療倫理教育科目、及び、問

題解決能力の醸成を目的とする科目において達成度を評価するための指標を設定し、適切な評価

をすることの必要性」があるとの指摘に対して、対応出来た (平成 31 年 1月 18 日付「IV. 大学

への提言」に対する改善報告についての審議結果)。ヒューマニズム教育・医療倫理教育科目、

及び、問題解決能力の醸成を目的とする科目を含めた「技能・表現」「思考・判断」「関心・意

欲・態度」に関する科目について、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度に関する

ディプロマ・ポリシーと関連づけられたルーブリック評価またはピア評価を策定して実施してい

る。また評価基準が、学年が上がるごとに高度化するように、各ディプロマ・ポリシーごとに学

年ごとの達成目標を定めて、それに準じてルーブリック評価を策定した (2020 年度 1月教授会資

料: 改新カリキュラム部会資料、各年度 Webシラバス)。この状況から、指摘に対する改善がで

きたと判断している。【観点 3-2-1-3】 

 

【基準 3-2-2】各科目の成績評価が、公正かつ厳格に行われていること。 

【観点 3-2-2-1】各科目において適切な成績評価の方法・基準が設定され、学生への周知が図られ

ていること。 

【観点 3-2-2-2】各科目の成績評価が、設定された方法・基準に従って公正かつ厳格に行われてい

ること。 

【観点 3-2-2-3】各科目の成績評価の結果が、必要な関連情報とともに当事者である学生に告知さ

れるとともに、成績評価に対して学生からの異議申立の仕組みが整備され、学生への周知が図ら

れていること。 

 

［現状］ 

成績評価の方法・基準は、各科目のシラバスで公開されている（各年度 Webシラバス）。シラ

バスは Webシラバスとして学生ポータルサイトから見ることができ、成績評価方法は周知徹底さ



れている。単位認定は、試験の場合は「60 点以上を合格とする」と決められている。レポート

の場合は採点後返却される。さらに、「授業の欠席回数が全授業の 3分の 1を超えると、その授

業は未受講となり、翌年再受講しなければならない」、「各授業科目とも欠席時数が授業時数の

3分の 1を超えた場合には、原則として受験資格を失う」ことをそれぞれ「薬学部要覧」および

「キャンパスガイド」に明記し、学生に周知徹底させている (2020 年度薬学部要覧 p.38-40、2022

年度薬学部要覧、各年度キャンパスガイド)。 

また、複数の評価方法を用いる場合、評価方法ごとの最終成績への寄与率をシラバスに記載し、

学生へ周知徹底させている。この点については、薬学教育評価機構の第１期の評価において、「改

善すべき点 9」として指摘を受けた点であり (「IV.大学への提言」に対する改善報告について

の審議結果)、既に改善が完了し、全ての科目のシラバスに評価方法ごとの最終成績への寄与率

を記載している (各年度 Webシラバス)。【観点 3-2-2-1】 

 

成績評価は各教員に委ねられているが、基準に基づいて行われている。60 点以上が合格であ

り、59点以下の場合は「再試験」を受ける。再試験の最高点は 60 点と決められている。病気や、

やむを得ない事故の場合は、すみやかに証明書および欠席届を提出することで「追試験」を受け

ることができ、公欠の場合は最高点が 100 点であり、その他の場合の最高点は 80 点と決められ

ている。試験の回数は「本試験」「再試験」「追試験」を通じて、１科目 2回までと決められて

おり、教員は独自の判断で再試験を繰り返すことはできない。この規程は厳格に守られている 

(根拠資料 3-49、3-50、3-51:2020 年度薬学部要覧 p.38-40、各年度薬学部要覧、各年度キャン

パスガイド)。実習の評価は、実技の点数やレポートの点数（態度）で行われているが、近年で

は実習試験（知識）も多く採用されている。実習の評価に技能・態度だけでなく、知識を加味す

ることになるが、実習は関連する講義とも対応しているので、教育上必要なことであると考えて

いる。【観点 3-2-2-2】 

卒論研究 (総合薬学研究 1〜4) の評価について、薬学教育評価機構の第 1期の評価において

「改善すべき点 6」として、「卒業研究に相当する総合薬学研究 1〜4 の評価が卒論担当教員に

任されており、評価の公正性に間題があり、統一の評価方法を設けることが必要である。」との

指摘を受けていた (「IV.大学への提言」に対する改善報告についての審議結果)。この点につい

ては外部評価を入れた評価系に変更を済ませており、改善報告を行なっている。その結果、検討

所見で「改善がなされたと判断できる」との審議結果を既にいただいている (平成 31 年 1月 18

日付「IV. 大学への提言」に対する改善報告についての審議結果)。【観点 3-2-2-2】今年度の

卒業研究の評価についても、継続して学内の他教員による評価を取り入れた客観的な評価系を用いて

実施した。すなわち、総合薬学研究 1〜3 では、指導教員が意欲、態度、成果、コミュニケーション

力等を測るルーブリック表を用いて評価（40 点配点）を行うと共に、学生が作成した研究報告書（訪

問時 19 総合薬学研究 研究報告書）を、卒論担当以外の学内の他教員が 60 点配点で評価して、その

合計点で総合的に評価した。また、6年次で実施する総合薬学研究 4 では、学生の研究発表を卒論担

当以外の 2名の教員が、ルーブリック表を用いて 40 点配点で評価を行い、卒論指導教員の評価（60



点配点）と合計することで評価した（訪問時 20 総合薬学研究 研究成績）。以上のように、卒業研

究の評価は、公正かつ厳格に実施されている。【観点 3-2-2-2】 

 

各科目の成績評価の結果は、大学の運営するポータルサイトで公表され、学生は各自のパスワ

ードで確認できる。成績評価に対しての学生からの異議申立の仕組みが整備されており、本試験、

追再試験の結果発表の翌日から 3日間（土日祝を除く）に限り評価者へ異議申し立てができるこ

とを学生へ周知徹底している（2021 年度 7月教授会資料:教務委員会(異議申し立て期間の周知)、

Googleクラスルーム告知文)。また、ポータルサイトでは、GPAの数値も確認することが出来る。

個人情報保護の観点から合否の掲示などは実施していない。やむなく掲示する必要が生じた場合

は、学籍番号のみを掲示している。合格点や、未取得科目数と進級の関係等は、要覧に掲載する

とともに（2020 年度薬学部要覧 p.38-40、各年度薬学部要覧）、毎年学年初めのオリエンテーシ

ョンで、学生に周知している。また、各学年での席次はポータルサイトでの確認はできないが、

学生が配属先のチューター教員に問い合わせることで、教務部で集計した結果を学生本人に個人

的に開示することが可能である。毎年 8 月頃に開催される保護者会の前には前期の定期試験での

成績表が保護者に郵送され、それをもとにして教員との懇談会が実施されている。昨年度から懇

談会は対面、遠隔（電話、ビデオ通話など）のハイブリッド方式で実施している。成績表は学年

末にも保護者に送付されている。【観点 3-2-2-3】 

 

【基準 3-2-3】進級が、公正かつ厳格に判定されていること。 

【観点 3-2-3-1】進級判定基準、留年の場合の取扱い等が設定され、学生への周知が図られている

こと。 

注釈：「留年の場合の取扱い」には、留年生に対する上位学年配当の授業履修を制限する制度、

再履修を要する科目の範囲等を含む。 

【観点 3-2-3-2】各学年の進級判定が、設定された基準に従って公正かつ厳格に行われていること。 

 

［現状］ 

本学部では、各学年における進級規程を設定し、薬学部要覧に記載している (2020 年度薬学部

要覧 p.38-40、各年度薬学部要覧)。それとともに、毎年 4月の初めに全ての学生に対して、教務

委員長および各学年担当の教務委員が学年ごとのオリエンテーションを行い、進級規程について

丁寧に説明することで、学生への周知が図られている (各年度 4月教授会資料：教務委員会資料

(各学生オリエンテーション))。また学生が留年した場合、各年度の初めに、留年が確定した学

生を集めてオリエンテーションを行い、薬学教育センター教員が留年時の履修方法、及び、再留

年しないための心得等を指導している (各年度 4月教授会資料：教務委員会資料(留年生・旧カ

リキュラム学生オリエンテーション))。なお留年時の履修では、上位学年の科目の履修が認めら

れていないこと、及び、留年した学年の科目を優先して履修登録することを指導している。なお、

履修登録は学生ポータルサイトを用いて Web上で行われており、留年した学生が上の学年の講義



を履修して単位を取得することは不可能なシステムとなっている。【観点 3-2-3-1】 

 

進級については、教務部により作成された単位取得一覧表を基に、教務委員会で薬学部の進級

規程に則って進級要件を満たしているかどうかの確認を行い、講師以上が出席する教授会での審

議を経て、公正かつ厳正に判定されている (各年度薬学部教授会議事録 (進級判定会議))。進級

規程に基づき進級判定を行った結果、留年となった場合は保護者(保証人)に学部長名で通知状を

送付している (各年度教授会資料：教務委員会資料(留年生保護者への手紙))。【観点 3-2-3-2】 

 

【基準 3-2-4】卒業認定が、公正かつ厳格に判定されていること。 

【観点 3-2-4-1】卒業認定の判定基準が卒業の認定に関する方針に基づいて適切に設定され、学生

への周知が図られていること。 

【観点 3-2-4-2】卒業に必要な単位数の修得だけではなく、卒業の認定に関する方針に掲げた学生

が身につけるべき資質・能力の評価を含むことが望ましい。 

【観点 3-2-4-3】卒業認定が判定基準に従って適切な時期に、公正かつ厳格に行われていること。 

注釈：「適切な時期」とは、卒業見込み者が当該年度の国家試験を受験できる時。 

 

［現状］ 

薬学部の学士課程修了には、平成 25 年度改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムに基づく現行

カリキュラムでは、卒業までに一般総合科目 22 単位、専門教育科目 164 単位、計 186 単位以上

を修得することが必要である (2015 年度以降入学生)。さらに、2021 年度以降入学生に適用され

る改新カリキュラム (平成 25 年度改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム準拠) では、卒業ま

でに一般総合科目 19単位、専門教育科目 167 単位、計 186 単位以上を修得することが必要であ

る。両カリキュラムとも専門教育科目の中には医療施設における実務実習 20 単位が含まれてい

る (2020 年度薬学部要覧 p.38-40 (現行カリキュラム)、各年度薬学部要覧 (改新カリキュラ

ム))。この学士課程の修了判定基準は、「徳島文理大学キャンパスガイド」および「薬学部要覧」

に記載されている(各年度キャンパスガイド、2020 年度薬学部要覧 p.38-40 (現行カリキュラム)、

各年度薬学部要覧 (改新カリキュラム))。さらに、薬学部の理念、教育目標にもとづき、ディプ

ロマポリシーを満たす学生に学位を授与することは、「徳島文理大学キャンパスガイド」および

「薬学部要覧」に明記されており、両冊子が薬学部全学生に入学時に配布されている。(各年度

キャンパスガイド、2020 年度薬学部要覧 p.2-3、各年度薬学部要覧)。このように「徳島文理大

学キャンパスガイド」および「薬学部要覧」を配布することで、卒業認定の判定基準を周知して

いる。また、卒業年次の 6年生に対しては、具体的な内容についてオリエンテーションでも説明

されており、学生への周知が図られている。【観点 3-2-4-1】 

 

「卒業の認定に関する方針に掲げた“学生が身につけるべき資質・能力”の評価」に関しては、

現在、ディプロマ・ポリシー（DP）に基づく卒業判定基準の策定を開始した段階にある。2021年



度より、「知識・理解」（DP1-1、DP1-2）、「技能・表現」（DP2-1：「多様化する医療に対応

できる技能とコミュニケーション能力を身に付けている。」、DP2-2：「薬学に関する専門的な

情報を解析・評価することができる。」)、「思考・判断」（DP3-1：「自ら課題を発見し、それ

を解決する研究マインドを身に付けている。」、DP3-2：「医療人としてふさわしい責任ある行

動を理解している。」)、「関心・意欲・態度」（DP4-1：「患者本位のチーム医療を実践するた

め医療人としての豊かな人間性、倫理観、そして、使命感を身に付けている。」、DP4-2：「地

域における医療の担い手としての薬剤師の役割を自覚し、生涯にわたって学習する意欲を持ち続

ける。」)、の各ディプロマ・ポリシーに関わる科目において、上記ディプロマ・ポリシ

ーに対するルーブリック評価表を作成した。さらに、当該ルーブリック評価の評点を使

用して各ディプロマ・ポリシーごとに点数を合計してそれぞれのディプロマ・ポリシー

到達度を評価可能とした。以上により、卒業判定のための基準策定が終了した (2021年度

9月教授会資料: 教務委員会(卒業判定基準)）。 

なお、ディプロマ・ポリシーの達成度の評価は、卒業時点の到達度で評価すべきと考えて、5

年次以降でディプロマ・ポリシーの評価がなされる「薬局実習」「病院実習」「実務実習事後学

習」「総合薬学研究4」の4科目で評価することが良いと考え、4年次以下の低学年での評価値は

卒業判定の基準には含めないこととした (2021年度9月教授会資料: 教務委員会(卒業判定基

準)）。そこで2021年度においては、DP1は、上記の所定単位の取得と6年時に施行される総合科

目である「薬学総合演習」の成績をもとに評価した。また、DP2〜4は、5年次の「薬局実習」「病

院実習」の到達度評価（DP2-1、DP2-2、DP3-1、DP3-2、DP4-1、DP4-2）、6年次の「実務実習事

後学習」（DP2-1、DP2-2、DP3-1、DP3-2、DP4-1）、「総合薬学研究4」（DP2-1、DP2-2、DP3-1、

DP4-1、DP4-2）のパフォーマンス評価をもとに、各ディプロマ・ポリシーの修得度を点数化し、

卒業認定の参考資料とする方針を決定した (2021年度9月教授会資料：教務委員会資料(卒業判定

基準)）。ただし後述するように、本ディプロマ・ポリシーの修得度評価を卒業判定に適用する

ためには学則変更が先に必要なため、現時点では本評価を用いた卒業認定基準を適用することは

不可能である。そのため当面は、評価方法の妥当性を調べる目的で、評価値を確認して今後も継

続的に本評価方法の適否の検討と、改善を行なっていく。【観点 3-2-4-2】 

 

卒業認定は、上述した卒業認定判定基準に従って、基準を満たしているかどうかを教務委員が

厳重にチェックし、卒業見込者が当該年度の薬剤師国家試験を受験できる２月初旬に、教授会に

て公正かつ厳格に行われている (2022 年度薬学部教授会議事録 (第１回薬学総合演習単位認定

会議)、2022 年度薬学部教授会議事録 (第 2回薬学総合演習単位認定および卒業判定会議))。【観

点 3-2-4-3】 

 

【基準 3-2-5】履修指導が適切に行われていること。 

注釈：「履修指導」には、日々の履修指導のほか、入学者に対する薬学教育の全体像を俯瞰でき

るような導入ガイダンス、入学までの学習履歴に応じた履修指導、「薬学実務実習に関するガイ



ドライン」を踏まえた実務実習ガイダンス、留年生・卒業延期者に対する履修指導を含む。 

 

［現状］ 

例年、教育課程、および、その実施方針を学生に周知するために、4月に各学年を対象にオリ

エンテーションを開催している(各年度 4月教授会資料: 教務委員会資料(各年度新入生・新学年

オリエンテーション資料))。新入生に対してはオリエンテーションを 2日にわたって実施し、大

学における講義の受け方などを含めて丁寧に説明を行っている。(各年度 4月教授会: 教務委員

会資料 (各年度新入生・新学年オリエンテーション資料))。この入学者に対するオリエンテーシ

ョンでは、薬学部教務委員が中心となって薬学部独自のオリエンテーションを実施し、本学薬学

部が目標とする薬学教育像、科目履修の方法、大学生活全般に関する説明を行っている(各年度 4

月教授会: 教務委員会資料(各年度新入生・新学年オリエンテーション資料))。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で入国できていない韓国からの留学生に対しては、新入生オリエンテーション

の様子をリアルタイムライブ配信および、学年担任とチューターによる個別指導により、丁寧な

履修指導を実施している。Webを活用する連絡手段である学生ポータルサイトなど、全学共通の

学習手段等についても説明を受けている。 

総合型選抜入試、指定校推薦入学での合格者、および、推薦入試合格者のうち希望者に対して

は、入学前期間中、各学生の高等学校での学習履歴に応じて入学後の本学での学習が円滑に行え

るよう、個別指導、および、e-ラーニングシステムを活用した入学前教育を実施している。 

また全新入生を対象とした学力診断テストを実施している。本診断テストでは、新入生オリエ

ンテーションの際に、化学、数学、物理、英語、日本語のテストを行い、新入学生の学力を把握

した上で、各チューター教員が学習上の助言および指導を個別に行っている (各年度教授会資

料：教務委員会資料（新入生のプレイスメントテスト結果)）。特に高校時代の学修内容に不安

がある学生には、全学共通教育センターの補講やe-ラーニングシステムでの高校科目の復習を勧

めている。実際、多くの薬学部学生がこのシステムを活用している。 

本学部はチューター制を活用しており、入学式の日から新入生はチューター教員のいる各研究

室で顔合わせをし、チューターによる学生への個別指導を円滑に開始できるようにしている。従

って、学生の履修指導・学習相談については、教務委員会・薬学教育センターを中心とする学部

レベル、チューター制度による研究室レベル、および、全学共通教育センターを活用した全学レ

ベルで重層的に実施している。また、大学全体として、e-ポートフォリオが導入され、学生はWeb

（学生ポータルサイト）を活用して学習目的、現況を入力し、チューター教員は、その記録を確

認した上で、学生に個別に助言を与え、入学後も継続的に学生生活や科目履修が円滑に行えるよ

う配慮している。 

新入生に対する通常講義開始後は、1年次で履修するすべての必修科目で毎回課題を出し、翌朝

時刻厳守での提出を義務付け、学生の理解度を把握し、添削後、学生に返却している。これによ

り講義への遅刻を無くし、またわかりにくいことを放置せず、その日のうちに復習する学習習慣

をつけさせるようにしている。また2019年度から1年次の基礎化学において、化学系教員及び教



育センターの教員が中心となり、全員出席、かつ、グループディスカッションも取り入れた演習

講義を実施している（2021年度7月教務委員会教授会報告資料(基礎化学演習)）。 

2年次以上の学生の履修指導に関しては、新学期始業前にオリエンテーションを実施し、各学年

担当教務委員が履修科目指導、および年間授業日程を説明している (各年度4月教授会資料：教

務委員会資料(新入生・新学年オリエンテーション資料))。 

また講義担当教員は、各教科の薬学教育モデル・コアカリキュラムに従ってシラバスを作成し、

大学のWebシラバスとして公開するとともに、講義開講初日に、講義内容の概要・学習目標に関

する説明を行い、学生の履修意欲向上に努めている (各年Webシラバス)。2年次と3年前期におい

ては、担当するチューターの教員が1年次と同様に学生を個別に指導している。3年後期から卒業

までは研究室に配属されるので、研究室の教員が学生に個別対応する。このように、研究室単位

での密度の高い指導体制を長期間続けている。 

本学薬学部では編入学試験を実施しており、これにより 2、3、4年次に編入してくる学生がい

る(2021年度編入学試験要項)。編入生に対しては後述する学年ごとのオリエンテーションの前

に、別途オリエンテーションを行っている(各年度4月教授会資料: 教務委員会資料(編入生オリ

エンテーション資料))。2年次と3年次の編入学試験合格者に対しては、本学入学前に他大学で取

得した単位を個人ごとに精査し、未取得単位については編入学生のみを対象とした補講を実施し

ている(各年度教授会資料：教務委員会資料(編入生補講))。補講は5限目、6限目、あるいは夏休

み、冬休み等を活用し、集中講義型の講義として各科目担当者が実施している。この補講により、

編入学生が4年次に進級したときには薬学部の4年次教育に必要な単位はほぼ取得している状態

になる。 

実務実習に向かう5年生に対しては、病院・薬局実習受け入れ機関での実習履修に関する一般的

注意事項を、実務担当教員が実務実習導入教育として行っている (各年度薬学部要覧)。 

留年生に対しては、新学期開始前に再履修科目の確認、生活面や学習面についての指導を担当

するチューター教員および学年担当教務委員が指導している(各年度4月教授会資料：教務委員会

資料 (留年生・旧カリキュラム学生オリエンテーション))。必要に応じて、保護者を交えた面談

を実施し、最善の学習法、生活習慣を探ることで、再留年防止に努めている(2022年度教授会資

料：教務委員会資料(留年生保護者への手紙))。また、1、2年次の留年生は、チューター教員の

研究室に加えて、薬学教育センターの教員も個別に履修指導を行うようにしている(各年度4月教

授会資料：教務委員会資料(留年生・旧カリキュラム学生オリエンテーション))。 

卒業不認定となった学生（卒業延期者を含む）に対しては、文書(郵送)で不認定学生の

保護者に連絡している。また教務委員会は、卒業不認定となった学生のために、全領域

の内容を再度学習する講義スケジュールを組み (各年度教授会資料：教務委員会資料(卒業

延期生の学習プログラム))、その履修指導ガイダンスを実施している (各年度教授会資料：

教務委員会資料(卒業延期生オリエンテーション))。また、卒業不認定者が所属していた配属研

究室の教員がチューターとなり、出席確認等の生活指導も含め、教務委員会と連絡を取りながら

指導を行っている。このように、卒業不認定となった個々の学生に対する、きめ細やかな



生活指導と履修修・学習指導を行うことで、学生の学力と学習意欲の向上に取り組んで

いる。 

 

［点検・評価］ 

【基準 3-2-1】 

1）本学部においては、【観点 3-2-1-1】の[現状]に示したように、個々の科目の学修内容や学

習目標の達成に適した様々な学習方略 (演習、体験学習、SGD、PBL、TBL 等) が用いられている。

特に「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関わる科目については、表 3-1 に示

したような、多彩な学習方略 (体験学習、SGD、PBL、TBL 等) が用いられている。以上により【観

点 3-2-1-1】に適合していると判断できる。【観点 3-2-1-1】 

 

2）薬局・病院実務実習では、地域に密着した薬局、病院において、これまで学習した基礎的な

知識･技能を実践の場で活かすとともに、その必要性や重要性を体得できるように、病院・薬局

実務実習中国四国地区調整機構において薬局実務実習と病院実務実習の順番で、かつ、連続して

行えるよう薬局・病院実務実習施設の調整を行なっている。また、その学習成果は、概略評価項

目ごとの到達度評価および実務実習記録による評価を行うことで確認している。このように、薬

学臨床における実務実習が「薬学実務実習に関するガイドライン」を踏まえて適切に行われてお

り、【観点 3-2-1-2】に適合していると判断できる。【観点 3-2-1-2】 

 

3）学生の資質・能力の向上に資する取り組みとしては、研究活動を中心としながら、その他に

も学生の特徴に合わせたクラス分け講義や、講義内での演習の導入、さらには反転講義などのア

クティブラーニング導入等、資質・能力向上に向けた多彩な形態で講義が実施されており、【観

点 3-2-1-3】に適合していると判断できる。【観点 3-2-1-3】 

 

【基準 3-2-2】 

1）本学部の教育課程における成績評価方法と基準については各科目のシラバスに明確に記載さ

れ、十分に学生に周知されていると評価できる。以上により、【観点 3-2-2-1】に十分に適合し

ている。【観点 3-2-2-1】 

2）成績評価は各教員がシラバス記載の評価基準に基づき、公平かつ厳格に行われていることか

ら、【観点 3-2-2-2】に適合している。【観点 3-2-2-2】 

3）成績評価の結果は大学の運営するポータルサイトから学生自身で確認することが可能なシス

テムが構築されている。成績評価に対しての学生からの異議申立の仕組みも整備されており、本

試験、追再試験の結果発表の翌日から 3日間（土日祝を除く）に限り評価者へ異議申し立てがで

きること学生へ周知している。学年における席次などの詳しい情報も配属先の教員を通して入手

可能である。以上により、【観点 3-2-2-3】に十分に適合している。【観点 3-2-2-3】 

 



【基準 3-2-3】進級が、公正かつ厳格に判定されていること。 

1）本学部では、各学年における進級判定基準 (進級規定) が薬学部要覧に記載され、入学時に

各学生に配布されている。さらに進級規程および留年の取扱いについて、年度始めに全ての学生

に対して、教務委員長および各学年担当の教務委員が学年ごとのオリエンテーションにて説明

し、学生に周知徹底しているため、【観点 3-2-3-1】に十分に適合している。【観点 3-2-3-1】 

2）進級については、教務部により作成された単位取得一覧表を基に、教務委員会で薬学部の進

級規程に則って進級要件を満たしているかどうかの確認を行い、講師以上が出席する教授会での

審議を経て、公正かつ厳正に判定されているため、【観点 3-2-3-2】に十分に適合している。【観

点 3-2-3-2】 

 

【基準 3-2-4】 

1）本学部では、学士課程の修了判定基準を設定している。判定基準は「徳島文理大学キャンパ

スガイド」および「薬学部要覧」に明記されており、両冊子が薬学部全学生に入学時に配布され、

周知されている。これに加えて、卒業年次の 6年生に対しては、4月のオリエンテーションでも

説明されており、学生への周知が図られていることから【観点 3-2-4-1】に適合している。【観

点 3-2-4-1】 

 

2）本学部では、薬学部の理念、教育目標にもとづき、ディプロマ・ポリシーを満たす学生に学

位を授与することが「薬学部要覧」に明記されている。ディプロマ・ポリシーを満たしているか

どうかの判定には、必要単位数の取得に加えて、5年次の「薬局実習」「病院実習」の到達度評

価、6年次の「実務実習事後学習」、「総合薬学研究 4」のパフォーマンス評価をもとにした到

達度評価を作成し、卒業認定を行う評価系を策定した。現在は、卒業認定の際に、本到達度評価

を参考資料として到達度の確認に用いることとした。よって、【観点 3-2-4-2】に適合している

と判断できる。 

 

3）卒業認定は、卒業認定判定基準に従い、卒業見込者が当該年度の薬剤師国家試験を受験でき

る 2月初旬に、教授会にて公正かつ厳格に行われている。以上のことから、【観点 3-2-4-3】に

適合している。【観点 3-2-4-3】 

 

【基準 3-2-5】 

1）「履修指導」に関しては、各学年に毎年 4月に周知する学年オリエンテーションを行ってい

る。また編入学生に対しても、別途対象者にオリエンテーションを丁寧に行うことで、教育課程

およびその実施方法を周知しており、【基準 3-2-5】に適合している。【基準 3-2-5】 

2）入学者に対する薬学教育の全体像を俯瞰できるような導入ガイダンスとして、新入生にはオ

リエンテーションを 2日にわたって実施している。さらに、チューター制を活用することで、日

常的に個別指導を円滑に行っており、【基準 3-2-5】に適合している。【基準 3-2-5】 



3）入学までの学習歴に応じた履修指導では、希望者に対して、個別指導、及び e-ラーニングシ

ステムを活用した入学前教育を実施している。また、入学後、高校時代の学修内容に不安がある

学生に対しては、全学共通教育センターの補講や e-ラーニングシステムを用いた復習を促してい

る。さらに、教務委員会、チューター教員、全学教育共通教育センター、薬学教育センターが学

生個別にサポート体制を構築している。以上により、【基準 3-2-5】に適合している。【基準 3-2-5】 

4）「薬学実務実習に関するガイドライン」を踏まえた実務実習ガイダンスは、実務実習担当教

員が実務実習導入教育としてガイダンスを行っており、【基準 3-2-5】に適合している。【基準

3-2-5】 

5）留年生に対する履修指導では、新学期開始前に再履修科目の指導や生活指導について、チュ

ーター教員および各学年担当教務委員が指導している。さらに 1、2年次留年生に対しては、薬

学教育センター教員も個別に履修指導を行うようにしており、【基準 3-2-5】に適合している。

【基準 3-2-5】 

6）卒業不認定となった学生に対しての履修・学習指導では、教務委員会で講義スケジュールを

組み、全領域の科目を再度学修することにしている。これを踏まえて卒業不認定となった学生に

対しては、上記講義に対する履修指導ガイダンスを教務委員が実施している。また、チューター

教員と教務教員が連携して個々の学生に対して日常的な指導を行っている。以上により、【基準

3-2-5】に適合している。【基準 3-2-5】 

 

＜優れた点＞ 

1）新入生、編入生、在学生（留年生・卒業延期学生を含む）に対する履修指導のオリエンテー

ションは、学生の状況にあわせて多様なオリエンテーションが実施されている。例えば、留年生

であっても、現行カリキュラムの学生と改新カリキュラムの学生では別々のオリエンテーション

を実施し、きめ細やかな履修指導ができている(各年度 4月教授会資料:教務委員会資料 (新入

生・新学年オリエンテーション)、各年度 4月教授会資料: 教務委員会資料 (留年生オリエンテ

ーション)、各年度 4月教授会資料:教務委員会資料 (編入生オリエンテーション)、各年度教授

会資料: 教務委員会資料(卒業延期者オリエンテーション))。 

 

＜改善を要する点＞ 

1）ディプロマ・ポリシーを満たしているかどうかの判定にもちいる達成度評価系は策定できた

が、学生への評価の周知を行う必要がある。 

2）「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科目について、科目を跨いだ

体系的評価基準を策定して、それに合わせたルーブリック表は作成できたが、今後、実際にこの

評価基準を運用することで、様々な問題点や改善点が見出されることと思われる。今後は体系的

評価基準の運用に伴って表出してくる問題点を、逐次改善して、より良いものに作り変えていく

必要がある。【基準 3-2-1】 

3）例年、実務実習の効果的な実施や課題について情報交換・情報共有等の場として、徳島文理



大学薬学部実務実習連絡会を本学にて開催しているが、徳島県の薬剤師のみの出席となり、遠距

離の施設の薬剤師の方々が出席できない状況にあることを改善する必要がある (2021 年度徳島

文理大学薬学部実務実習連絡会スケジュール表)。【基準 3-2-1】 

 

［改善計画］ 

1）ディプロマ・ポリシーの達成度評価を学生に周知していきたい。 

→ 2023 年度より、各学年に対してディプロマ・ポリシーの達成度評価を学生に周知を開始

した。 

2）教育課程の検証については自己点検・評価委員会で、各科目の講義の方略および評価基準の

適切性について評価する。さらに科目を跨いだ体系的評価基準自身についてもその妥当性を評価

する。なお、体系的評価基準自身の評価方法については、それに先立ち具体的な評価法について

検討を行い、教務委員会にフィードバックする予定である。 

→ 2023 年度追記：自己点検・評価委員会にて、数値に基づく解析を実施して教授会を通じ

関係する各委員会に周知した（根拠資料:2023 年度 3月教授会）。留年率・退学率の統計

値に加えて、留年の直接に原因となる各科目ごとの未修得者数を把握した。これに基づ

く施作が教務委員会に提言された。 

3）2021 年度の徳島文理大学薬学部実務実習連絡会は、新型コロナウイルス感染拡大のため、急

遽徳島県内の薬剤師のみによるオンライン会議形式で開催したが(2021 年度徳島文理大学薬学部

実務実習連絡会スケジュール表)、コロナ禍前の対面で実施した 2019年度実務実習連絡会と比べ

ても遜色のない実務実習連絡会となった。そのため、2022 年度以降もオンライン会議システムを

用いて会議を開催することで (2021 年度徳島文理大学薬学部実務実習連絡会スケジュール表、

2021 年度 6月教授会議事録)、「ふるさと実習」でお世話になっている徳島県外の施設の薬剤師

の方々にも遠隔地より会議にご参加いただき、「遠距離の施設の薬剤師の方々が会議に出席でき

ない課題」を解決する計画である。 

→ 2023 年度追記：コロナ禍以前は、徳島県下の実務実習受入施設に限定して現地開催して

いたが、2022 年度以降は、WEB 開催とすることで、徳島県以外の実務実習受入施設へも

対象を拡大して実施している。2023 年度も、WEB 開催とすることで、徳島県以外の実務

実習受入施設へも対象を拡大して実施することができた。 

 

【基準 3-3-1】学修成果の評価が、教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて適切に行われ

ていること。 

注釈：学修成果は、教育課程の修了時に学生が身につけるべき資質・能力を意味する。 

【観点 3-3-1-1】学生が身につけるべき資質・能力が、教育課程の進行に対応して評価されている

こと。 

注釈：評価に際しては、教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて適切に評価計画（例え

が教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて設定したカリキュラムに則った教育の実施に



より、いつ、どのような方法で測定するのかの計画）が策定されていることが望ましい。 

 

［現状］ 

本学部では、教育課程の修了時までに学生が身につけるべき資質・能力としてディプロマ・ポ

リシーを設定し、これに基づいた教育を行っている (2020 年度薬学部要覧 p.2-3、各年度薬学部

要覧)。学位の授与については６年の教育課程の修了時に必要な単位を修得し、かつディプロマ・

ポリシーを満たす学生に授与することを薬学部要覧とキャンパスガイドに記載している (2020

年度薬学部要覧 p.2-3、各年度薬学部要覧、各年度キャンパスガイド)。またディプロマ・ポリシ

ーと各授業科目との関係を示したカリキュラムマップを作成し、各科目が、卒業までに身につけ

るべき能力のどの項目と関連するのかを明示している(2020 年度薬学部要覧 p.287-288、各年度

薬学部要覧)。各科目のシラバスには当該科目に対応するディプロマ・ポリシーの項目が記載さ

れ、設定した到達目標に学生を導くための授業計画が示されている。「知識・理解」に関する科

目は講義、演習が中心となり、主に試験により学習成果の評価を行っている (各年度 Webシラバ

ス)。「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科目の学習方略は、SGD・TBL・

PBL・実験、体験学習等を基本としたアクティブラーニング形式を主体として実施している (各

年度 Webシラバス)。これらの科目の学修評価については、個々の学生のパフォーマンスを評価

する方法としてルーブリック表等が用いられている (各年度 Webシラバス)。更に年次ごとの学

修成果が適切に行えるよう、ディプロマ・ポリシーの項目毎に各学年の到達度を設定し (2020

年度 1月教授会資料: 改新カリキュラム部会資料)、そのパフォーマンスを評価するためのルー

ブリック表を作成した。これにより、学年の進行に応じた各資質・能力の到達度を体系的に評価

することが可能となった。6年次に開講している「実務実習事後学習」は、薬局での薬剤師と患

者のやりとりを基にシナリオを作成し、それに沿った SGD とプレゼンテーションを中心とした

PBL形式で進めている。評価はルーブリック表を用い、主に指導教員と実務家教員により実務実

習を終了した学生の総合的な到達度評価を行っている(各年度 Webシラバス)。また 3～6 年次の

卒業研究に関わる「総合薬学研究 1～4」おいても、指導教員以外の教員による評価を取り入れた

客観評価を行っている(各年度 Webシラバス)。以上のように本学部では学生が身につけるべき資

質・能力の評価を、教育課程の進行に対応して行っている。 

なお実務実習の評価に関しては再掲となるが、薬学教育評価機構の第1期の評価において「改善

すべき点5」として、「実務実習の評価の総合点は、卒論担当教員の裁量に任されているので、

評価を公正に行うために、改善が必要である。」との指摘を受けていた。この点に関しては、【観

点 3-2-1-2】に記載したように、卒論担当教員の評点に占める割合を下げており、改善がなされ

たと判断できる。【観点 3-3-1-1】 

本学部における2023年度薬学共用試験は、CBT本試験を2023年12月5日（火）、追・再試験が2024

年2月29日（火）に、OSCE本試験を2023年12月16日（土）、追試験を2024年3月2日（土）にそれ

ぞれ実施された。CBTの実施は薬学共用試験センターから配信された問題を用いて受験者全員に

対して一斉に行った。OSCEでは、薬学部の臨床薬学センターや教室を利用して、各ステーション



の課題を薬学共用センターの指針に沿って適切に実施した（2023→ 2023年度追記：自己点検・

評価委員会にて、数値に基づく解析を実施して教授会を通じ関係する各委員会に周知した（根拠

資料:2023年度3月教授会）。留年率・退学率の統計値に加えて、留年の直接に原因となる各科目

ごとの未修得者数を把握した。これに基づく施作が教務委員会に提言された。 

年度OSCE本試験配付資料）。CBTおよびOSCEの試験結果は、薬学共用試験センターの提示した合

格基準（CBTは正答率60%以上、OSCEは細目評価70%以上かつ概略評価5以上）を満たしているかど

うかを確認し、薬学共用試験を通じて実務実習を行うために必要な資質・能力を修得しているか

評価した。薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施時期、合格者数および合格基準は、本学部の

ホームページにて公表されている（薬学部ホームページ[薬学共用試験・臨床薬学演習]）。【観

点 3-3-1-2】 

学修成果の評価結果については中期計画アセスメント委員会において検証されている(2018年

度中期事業計画)。これを受けて、2020年度に改新カリキュラム部会が中心となって、学修成果

の評価が教育課程の編成及び実施に関する方針に基づいて適切に行われているか子細に検証を

行うとともに、問題点を改善した改新カリキュラムを策定した。この改新カリキュラムは薬学教

育モデル・コアカリキュラムの次の改訂を待たず、2021年度より実施している(2021年度薬学部

要覧)。以上のように本学部では学修成果の評価結果を検証し、教育課程の編成及び実施の改善・

向上に積極的に活用している。【観点 3-3-1-3】 

 

［点検・評価］ 

本学部では、教育課程の修了時までに学生が身につけるべき資質・能力としてディプロマ・ポ

リシーを設定し、これに基づいた教育を行っている。またディプロマ・ポリシーと各授業科目と

の関係を示したカリキュラムマップを作成している。シラバスには各科目に対応するディプロ

マ・ポリシーの項目が記載され、設定した到達目標に学生を導くための授業計画が示されている。

「知識・理解」に関する科目は講義、演習が中心となり、主に試験により学習成果の評価を行っ

ている。「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科目の学習方略は、SGD・

TBL・PBL・実験、体験学習等を基本としたアクティブラーニング形式を主体として実施している。

これらの科目の学修評価については、個々の学生のパフォーマンスを評価する方法としてルーブ

リック表等が用いられている。なおルーブリック表の作成にあたっては、年次ごとの学修成果が

適切に行えるよう、ディプロマ・ポリシーの項目毎に各学年の到達度を設定し、その設定に基づ

いたルーブリック表を作成した。これにより、学年の進行に応じた各資質・能力の到達度を体系

的に評価することが可能となった。以上のように本学部では学生が身につけるべき資質・能力の

評価を、教育課程の進行に対応して行っていることより、【観点 3-3-1-1】に適合していると判

断できる。【観点 3-3-1-1】 

 

本学部における2022年度薬学共用試験では、CBTを薬学共用試験センターから配信された問題を

用いて受験者全員に対して一斉に行い、OSCEを薬学共用センターの指針に沿って適切に実施し



た。CBTおよびOSCEの試験結果をもとに、個々の学生が薬学共用試験センターの提示した合格基

準を満たしているかどうかを確認し、薬学共用試験を通じて実務実習を行うために必要な資質・

能力を修得しているか評価した。薬学共用試験（CBTおよびOSCE）の実施時期、合格者数および

合格基準は、本学部のホームページにて公表されている。以上の対応により、【観点 3-3-1-2】

に適合していると判断できる。【観点 3-3-1-2】 

 

学修成果の評価結果については中期計画アセスメント委員会において検証されている。これを

受けて、2020年度に改新カリキュラム部会が中心となって、学修成果の評価が教育課程の編成及

び実施に関する方針に基づいて適切に行われているか子細に検証を行うとともに、問題点を改善

した改新カリキュラムを策定した。この改新カリキュラムは薬学教育モデル・コアカリキュラム

の次の改訂を待たず、2021年度より実施している。以上のように本学部では学修成果の評価結果

を検証し、教育課程の編成及び実施の改善・向上に積極的に活用していることから、【観点 

3-3-1-3】に適合していると判断できる。【観点 3-3-1-3】 

 

＜優れた点＞ 

現在本学部における教育では、ディプロマ・ポリシーに基づいた教育課程の編成及び実施を適

切に行っている。「知識・理解」「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する

各科目の学習方略が確立しており、各科目の評価方法も確立している。薬学で必要とされる資

質・能力のうち、「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科目についは、

ルーブリック評価等によるパフォーマンス評価が適切に実施されている。更に学年ごとの到達目

標を設定し、それに合わせたパフォーマンス評価を行うことで、科目と学年を横断した各資質・

能力の到達度の体系的評価を実施している。実務実習事後学習では、学生によるプレゼンテーシ

ョンの他に、学生を薬剤師とし、模擬患者あるいは模擬医師とロールプレイを行う等、シナリオ

に沿った内容を実際に態度で表現できるかを評価している。更に学生同士のロールプレイを評価

するシステムも導入している。薬学共用試験はCBT、OSCEともに実施委員会を中心に適切に実施

されており、実務実習を行うために必要な資質・能力の修得が正しく評価されている。学修成果

の評価結果は中期計画アセスメント委員会において検証され、教育課程を再編成した改新カリキ

ュラムが2021年度より実施されている。以上のように本学では、教育研究上の目的に基づいた教

育における総合的な学修成果の評価を行っている。 

 

＜改善を要する点＞ 

客観的評価が難しいとされる「技能・表現」「思考・判断」「関心・意欲・態度」に関する科

目に関しては、2020年度にルーブリック表等のパフォーマンス評価法を整備し、2021年度より評

価を行っている。また2021年度に改新カリキュラムを開始して、パフォーマンス評価が必要な新

設科目については新たに評価表を作成し、実施している。これらの評価法については評価が適切

に行われているか、今後定期的に検証していく必要がある。 



また「実務実習事後学習」ではSGDとプレゼンテーションを中心としたPBL形式で行っており、

実務実習後の総合的な到達度はルーブリック表を用いて確認している。評価は指導教員と実務家

教員が中心となって行っているが、実務実習に携わっている指導薬剤師にも参加してもらうこと

が望ましいと考える。 

 

［改善計画］ 

学修成果の評価法については、中期計画アセスメント委員会で各科目の講義の方略および評価

基準の適切性を中心に今後定期的に検証していく。特にパフォーマンス評価が必要な科目や年次

ごとの学修成果の到達度評価、そして「総合薬学研究1～4」や「実務実習事後学習」などの総合

的な学修成果を評価する科目については評価方法が適切であるか精査し、改善が必要な評価法に

ついては速やかに改善を実施する。 

「実務実習事後学習」においては、実務実習に携わっている指導薬剤師にも参画してもらう。

指導薬剤師はSGDで使用するシナリオの作成に加え、学生の評価にも携わることで、実務実習で

修得した知識・技術などを包括的に評価するシステムの構築を目指す。 

→ 2023 年度追記：教育に関する評価は自己点検・評価委員会が中心となって行うこととな

った（中期計画アセスメント委員会は自己点検・評価委員会評価を受けて、より上位の

方針決定に関わる）。また、教務上の施作については新たに基礎教育検討委員会を立ち

上げて、そこで策定されることとなった。「実務実習事後学習」の件は、引き続きの検

討項目としたい。 

 

 

 

 



令和5年度（2023） 薬学部 学生数 

2023.4.1 現在 

  1 年生  
 新入生 53名  

1年に留年 6名  

1 年生 在籍数 59 名  
  2 年生 
 2年に進級 68名  

2年に留年 8名  

2 年生 在籍数 76 名  
  3 年生 
 3年に進級 50名  

3年に留年 9名  

3年に編入学 3名  

3 年生 在籍数 62 名  
  4 年生 
 4年に進級 66名  

4年に留年 2名  

4年に編入学 1名  

4 年生 在籍数 69 名  
  5 年生 
 5年に進級 60名  

5年に留年 6名  

 5 年生 在籍数 66 名  
  6 年生 
 6年に進級 69名  

6年に留年 20名  

 6 年生 在籍数 89 名  
 
 
  全在籍数 421 名 （定員 150 名×4+180 名×2 = 960 人・6学年）  
  定員充足率 43.85％ 



 



 

 

 

令和 5 年度薬学部卒業者数・卒業率 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

卒業者

人数 
（3 月

卒） 

入学時 

人数 

卒業率 
(ストレート) 

（41/74）

（%） 

6 年生

卒業率 
（46/70） 

薬剤師 

国家試験 

合格者 

合格率 

（％） 

合格率 
（入学時人数

に対する） 
（41/74） 

46 74 
6 年時 70 

55.4 65.7 45 97.8 55.4 



 



日 曜 主要行事 日 曜 主要行事 日 曜 主要行事

1 土 前期始まり 1 月 4 1 木 8

2 ㊐ 入学式　10:00（徳島）14:00（香川） 2 火 4 2 金
第１クォーター終了

8

3 月
新入生・編入生・留年生・旧カリ生オ

リエンテーション
3 水 憲法記念日 3 土

4 火
新入生・新学年オリエンテーション

(全在学生・編入生・留年生)
4 木 みどりの日 4 ㊐

5 水
前期授業・第１クォーター開始

新入生セミナー                       1
5 金 こどもの日 5 月

第２クォーター開始

9

6 木 1 6 土 6 火 9

7 金 1 7 ㊐ 7 水 9

8 土 8 月 5 8 木 9

9 ㊐ 9 火 5 9 金 卒論発表（予備日）                   9

10 月 1年生図書・メディア見学　　　     1 10 水 5 10 土 卒論発表

11 火 1 11 木 5 11 ㊐

12 水 1年生健康診断                       2 12 金 5 12 月
薬学総合演習開始

10

13 木 2 13 土 13 火 10

14 金 2 14 ㊐ 14 水 10

15 土 15 月 6 15 木 10

16 ㊐ 16 火 6 16 金 10

17 月 2 17 水 6 17 土 授業予備日

18 火 2 18 木 6 18 ㊐

19 水 3 19 金 6 19 月 11

20 木 3 20 土 授業予備日 20 火 11

21 金 3 21 ㊐ 21 水 11

22 土 授業予備日 22 月 7 22 木 11

23 ㊐ 23 火 7 23 金 11

24 月 3 24 水 7 24 土

25 火 3 25 木 7 25 ㊐

26 水 4 26 金 7 26 月 12

27 木 4 27 土 27 火 12

28 金 4 28 日 28 水 12

29 土 昭和の日 29 月 8 29 木 12

30 日 30 火 8 30 金 12

31 水 8

令和5年度　　年間主要行事予定表（案）　    (2023.3.31)

４月 ５月 ６月



日 曜 主要行事 日 曜 主要行事 日 曜 主要行事

1 土 1 火 1 金

2 ㊐ 2 水 2 土

3 月 13 3 木 3 ㊐

4 火 13 4 金 CBT体験受験 4 月 夏季休業終わり

5 水 13 5 土 5 火 前期追再試験（～11日）

6 木 13 6 ㊐ 6 水

7 金 13 7 月 夏季休業始まり 7 木

8 土 授業予備日 8 火 8 金

9 ㊐ 9 水 9 土

10 月 14 10 木 10 ㊐

11 火 14 11 金 山の日 11 月

12 水 14 12 土 阿波踊り（～15日) 12 火 　

13 木 14 13 ㊐ 13 水

14 金 14 14 月 14 木

15 土 15 火 15 金

16 ㊐ 16 水 16 土

17 月 海の日 17 木 17 ㊐

18 火 15 18 金 18 月 敬老の日

19 水 15 19 土 19 火 前期終わり

20 木 15 20 ㊐ 20 水
後期始まり

後期授業開始

第３クォーター開始

21 金 15 21 月 21 木 1

22 土 22 火 22 金 1

23 ㊐ 23 水 23 土 秋分の日

24 月 15 24 木 24 ㊐

25 火 前期試験開始（～31日 ） 25 金 25 月 1

26 水 26 土 26 火 1

27 木 27 ㊐ 27 水 2

28 金 28 月 28 木 2

29 土 29 火 29 金 2

30 ㊐ 30 水 30 土 午前・金曜日の授業(香川)

31 月
前期試験終了

第2クォーター終了
31 木

９月８月７月



日 曜 主要行事 日 曜 主要行事 日 曜 主要行事

1 ㊐ 1 水
金曜日の授業

6
1 金 10

2 月 2 2 木 6 2 土

3 火 2 3 金 文化の日 3 ㊐

4 水 3 4 土 授業予備日 4 月 10

5 木 3 5 ㊐ 5 火
CBT本受験

11

6 金 3 6 月 6 6 水 11

7 土 授業予備日 7 火 7 7 木 10

8 ㊐ 8 水 7 8 金 11

9 月 スポーツの日 9 木 7 9 土

10 火 3 10 金
授業予備日（香川）

遍路ウォーク（香川）                    7
10 ㊐

指定校制推薦入試Ⅱ期（予定）

公募制推薦入試Ⅱ期（予定）

11 水 4 11 土 11 月 11

12 木 4 12 ㊐ 指定校制推薦入試Ⅰ期（予定） 12 火 12

13 金 休講・大学祭準備（香川）             4 13 月 7 13 水 12

14 土 大学祭（香川) 14 火 8 14 木 11

15 ㊐ 大学祭（香川) 15 水 8 15 金 12

16 月
午前休講・大学祭後始末

午後金曜日の授業(香川)             3
16 木 8 16 土

授業予備日

OSCE本試験

17 火 4 17 金 8 17 ㊐

18 水 5 18 土 公募制推薦入試Ⅰ期（予定） 18 月 12

19 木

午前月曜日の授業（徳島         4

午後休講・大学祭準備(徳島)

月曜日の授業（香川）

19 ㊐ 19 火 13

20 金 休講・大学祭（徳島) 20 月 第３クォーター終了                     8 20 水 13

21 土 大学祭（徳島) 21 火
第４クォーター開始

9
21 木 12

22 ㊐ 大学祭（徳島) 22 水 9 22 金 13

23 月
午前休講・大学祭後始末

午後月曜日の授業（徳島)          4
23 木 勤労感謝の日 23 土

24 火 5 24 金 9 24 ㊐ 冬季休業始まり

25 水 6 25 土 25 月

26 木 5 26 ㊐ 26 火

27 金 5 27 月 9 27 水

28 土 28 火 10 28 木

29 ㊐ 29 水 10 29 金

30 月 5 30 木 9 30 土

31 火 6 31 ㊐

１０月 １１月 １２月



日 曜 主要行事 日 曜 主要行事 日 曜 主要行事

1 月 元日 1 木
後期試験終了（香川）

第４クオーター終了（香川）
1 金

2 火 2 金
後期試験終了（徳島）

第４クｫーター終了（徳島）
2 土 OSCE追再試験

3 水 3 土 3 ㊐

4 木 4 ㊐ 4 月

5 金 5 月 5 火

6 土 6 火 6 水

7 ㊐ 冬季休業終わり 7 水 7 木 一般入試Ⅲ期（予定）

8 月 成人の日 8 木 8 金

9 火 月曜日の授業                       13 9 金 9 土

10 水 金曜日の授業                       14 10 土 10 ㊐

11 木 13 11 ㊐ 建国記念の日 11 月

12 金
休講

大学入学共通テスト試験場準備
12 月 振替休日 12 火

13 土 大学入学共通テスト 13 火 後期追再試験 （～19日） 13 水

14 ㊐ 大学入学共通テスト 14 水 14 木 一般入試Ⅳ期（予定）

15 月 14 15 木 15 金 卒業式（徳島)

16 火 14 16 金 16 土 春季休業始まり

17 水 14 17 土 17 ㊐ 卒業式（香川)

18 木 14 18 ㊐ 一般入試Ⅱ期（予定） 18 月

19 金 15 19 月 19 火

20 土 授業予備日 20 火 20 水 春分の日

21 ㊐ 21 水 21 木

22 月 15 22 木 22 金 　

23 火 15 23 金 天皇誕生日 23 土

24 水 15 24 土 24 ㊐

25 木 15 25 ㊐ 25 月

26 金
休講（徳島）

後期試験開始（～2/1）（香川）

一般入試Ⅰ期ＡＢ日程準備

26 月 26 火

27 土
一般入試Ⅰ期Ａ日程（予定）

（大学入学共通テスト追再試）
27 火 27 水

28 ㊐
一般入試Ⅰ期Ｂ日程（予定）

（大学入学共通テスト追再試）
28 水 28 木

29 月 後期試験開始（～2/2）（徳島） 29 木 CBT追再試験 29 金

30 火 30 土

31 水 31 日 後期終わり

３月１月 ２月



特別演習委員会 委員長 野路征昭 
• 委員 吉田昌裕，高橋宏暢，末永みどり，庄司

正樹，門田佳人 

活動概要   

特別演習委員会では課題1 の[対応]と[評価]に記載した教育を実施している。 

 特別演習委員会は、本薬学部プログラムで教育を受けている学生が、薬学教育コアカリキュラム

の枠組みでの知識の獲得が出来ているかを判定し、不足する内容を補強する役割を担っている。 
 共用試験CBT受験の４年生教育スケジュールの詳細は、根拠資料の「CBT受験への備え（4 年生

前期編・4 年生後期編）」に記載した。下級学年の1〜3 年生に対して実施している特別演習のス

ケジュールについても上記根拠資料に記載した。記根拠資料の教育プログラムによる教育を実施す

ることで、１年次入学後基礎教育から４年次臨床薬学教育に至る一連の流れを学生自身の中で整理

し、薬学教育コアカリキュラムの内容を満たしているかを判断出来る事となる。 

課題に対する対応と評価 

課題 1  昨年度は、１〜４年生を通した問題演習を効率良く行うことで、CBT本試験および再

試験に備えたが、全員合格には至らず、引き続きこの点を克服する方略が必要であっ

た。 

【対応】昨年度に引き続き、１年生後期より演習試験を開催した。次いで特別演習１（2年生通

年）、特別演習２（3年生通年）では、各学年における学修到達度を、学生および教員にフィード

バックした。４年次からは前期にCBT本試験と同形式のコンピュータ問題演習をゾーンごとに体系

的に行い、後期にはコアカリキュラム分野別の講義を問題演習と共に実施した。 

 効果を高めるために、各種演習後に不得意分野を抽出し、学生ごとに必要な科目を指定した演習

を行った。また共用試験浪人生には、上記一般演習に加え、コアカリキュラム分野別講義演習、問

題演習を組んで実施し、より密度の高い教育とした。 

【評価】CBTにおいて本年度は昨年度と同等の合格率を達成することが出来た。 

【資料】2023 年度各学年「特別演習」オリエンテーション資料 

次年度の課題とその改善案 

 １年生から３年生までの特別演習に引き続く４年生前後期の演習を積み上げた学生は、順調に

CBT 本試験で合格している。このことから、現在行っている問題演習および講義は有効に機能して

いると評価している。また、これらの演習成績データは、２年後の国家試験に向けた基礎データと

して、蓄積されている。今後は、CBT 合格という閾を超えるだけではなく、実務実習および国家試

験に向けた知識獲得のために有効な演習とすることが課題である。 

備考・その他の資料等 

1）2023 年度 CBT 受験への備え（4 年生前期編・4 年生後期編） 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」  



3 薬学教育カリキュラム 【基準 3-2-1】 

 



国試対策委員会 
委員長 井上正久 委員 白野陽正、葛原 隆、 

岡本育子、太田紘也、北村 圭 

活動概要  

【本年度の実施状況】 

1）2023 年 6 月 12 日から第 109 回薬剤師国家試験（2023 年 2 月 17，18 日）まで、国家試験対

策を行った。 

2）薬剤師国家試験合格に必要な知識を取得できるように、薬学部教員による座学による講義を

実施した。また、国試対策予備校による講習会を実施した。 

3）ミニテスト（確認試験）(15 回)、実力テスト（4回）、総合演習試験（6回）を実施し、実力

テストと総合演習試験の終了後に、全教員による問題確認演習を行い、学生の自発的な学習を

促した。また試験ごとに、国家試験委員（8名）と配属研究室の教員による面談を行った。 

4）2月には、選抜クラスの少人数演習を行い、成績下位の学生の底上げを図った。 

5）全国規模模で実施される模擬試験を 3回（10 月、11 月、1月）行った。 

【本年度の結果】 

 6 年生 70 名中 46 名が第 109 回薬剤師国家試験を受験し、45 名が合格した。97.3%と高い合格

率であった。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 早期からの科目間連携の意識付けを行う。 

【対応】本年度は 4 月から、毎週土曜日に予備校講習会を実施し、科目間連携を意識した講義

を行った。 

【評価】科目間連携を意識した講義を行うとともに、国試既出問題の取り組むことによって、

科目間連携の意義と国試勉強の到達点を学生たちが早期から理解することができた。 

【資料】なし 

課題 2 試験後の試験問題復習と学生間相互学習の強化 

【対応】各試験の後に、見直しの時間を取り、教員への質問、学生間相互学習を促すように試

験後演習の時間を設けた。 

【評価】本年度は、設定した時間を学生たちがうまく利用して、自然発生的に学生間相互の学

習が行われており、これらの学生たちの多くは合格を勝ち取っていたが、３回ていない学生の

成績が振るっていない。 

【資料】なし 

課題 3 成績不振学生への面談と勉強方法の指導の強化 

【対応】学生に対して研究室主任者および国試対策委員から、各試験の終了後の面談を行った。 

【評価】本年度は、早期から、面談が効果的な学生とあまり効果が無い学生に二極化したよう

に思われる。結果として、中位以上の学生の成績が上がり良好な合格率につながったが、下位

の学生があまり伸びずに卒業率の低下をまねいたと思われる。 



【資料】なし 

次年度の課題とその改善案 

 課題 1：学生間相互学習の強化 

 課題 2：成績不振学生への指導の強化 

 

備考・その他の資料等 

 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 

3 薬学教育カリキュラム 

 



A）−2 早期体験学習 
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早期体験学習委員会 
委員長 

加来裕人 

委員 北村圭，四宮一昭，堀ノ内裕也，川上隆茂，

宗野真和，中村敏己，渕靖史，白野陽正，井口美

紀 

活動概要   

2023 年度の早期体験学習委員会の主な取り組みは以下の通りである。 

1）2023 年度の早期体験学習の工程を立案した。 

2）企業，行政機関，調剤薬局，病院の 4種類の施設へ，薬学部新入生の訪問学修（体験学習）

の受け入れを依頼した。また，新入生向け救命救急体験学習を日本赤十字徳島県支部へ，モバ

イルファーマシーの見学を徳島県薬剤師会に依頼した。また，理学療法学科体験について調整

した。 

3）早期体験学習の意義や見学時の注意点，SGD についてオリエンテーションを実施した。 

4）救命救急体験学習を国際会議場にて実施した。 

5）理学療法学科の体験に同行した。また，理学療法学科の学生を受け入れ，臨床薬学センター

において薬剤師体験を実施した。 

6）徳島県薬剤師会の災害医療に関する講義とモバイルファーマシーの見学を実施した。 

7）企業と病院について事前学習を行った（大塚製薬リモート見学，徳島大学病院薬剤部講師に

よる講義）。 

8）企業，行政機関，調剤薬局，病院について，事前・事後ともに SGD を実施した。 

9）全学生がすべての施設へ訪問し見学した。 

10）早期体験学習発表会（プレゼンテーション）を実施した（評価者：現早期体験委員長と前

任と後任の 3名）。 

11）施設見学と各体験学修（救命救急，理学療法学科，モバイルファーマシー）に関する個人

レポートを提出するよう指示し，内容について確認した。 

12）早期体験学習報告書を作成 (PDFファイル)した。今年度は希望施設がなかったため，配布

しなかった。 

13）来季早期体験学習担当者への資料の引き継ぎを行った。 

課題に対する対応と評価 

課題 新型コロナ感染拡大後の訪問施設や各団体との連携と新たな施設の開拓 

【対応】今年度は企業についても複数施設で見学が可能となった。行政施設（保健所）へも出

向き，講義を拝聴した。大塚製薬の見学はリモートにて対応した。調剤薬局への訪問では受入

可能人数が少ないため，できるだけ多くの施設にご協力を仰いだ。今年度は漢方調剤を行って

いる薬局へ見学の受け入れを依頼し訪問することが可能となった。 

【評価】今年度はすべての学生が 4 つの施設すべてに訪問が可能となり，訪問先では学生が積

極的に質問していた。コロナ禍が収まり，新規の施設への見学が可能となったことは評価され

る。また，企業や病院においても事前学習を行ったことで実際の見学もスムースに行えた。学

内の他学科との連携として，理学療法学科との交換体験や学内講師の救急救命講習会が実現で



きたこととともに，モバイルファーマシー見学に徳島県薬剤師会から先生をお招きできたこと

がコロナ禍あとの見学・体験学修としては充実したものとなった。新たに漢方調剤する薬局を

開拓できた。 

次年度の課題とその改善案 

薬学コアカリキュラムの早期臨床体験に関するSBO項目において，「地域の保険･福祉を見聞し

た具体的な体験に基づきその重要性や課題を議論できる」と記載されている。福祉関連施設の

見学を計画したが，新型コロナ感染症の影響で中止せざるを得なかった。次年度は大学近郊の

介護施設見学を検討する。 

備考・その他の資料等 

・2023 年度徳島文理大学薬学部早期体験学習報告書 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

該当なし 

 



A）−3 共用試験 
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OSCE 委員会 

委員長 

角 大悟 

委員 末永みどり、白野陽正、川上隆茂、米山達

朗、藤代 瞳、門田佳人、四宮一昭、原田研一、中

村敏己、中島勝幸、宗野真和、鈴江朋子、渕 靖史、

堀ノ内裕也、阿部友美、竹原正也、庄司正樹、井口

美紀 

活動概要  

2023 年度の OSCE 委員会の主な取り組みは以下の通り。 
1） OSCE 説明会、モニター員説明会（会場：慶應義塾大学薬学部） 

2） 薬学共用試験に関する学生への説明会、受験者の確認と受験料の徴収 
3） 評価者養成講習会（13 名）、直前評価者講習会（学外評価者 36 名うち 35 名本試験に参

加、評価者予備 6 名うち 1 名本試験評価者） 

4） 直前標準模擬患者講習会（11 名うち 10 名本試験に参加） 

5） 直前標準模擬医師講習会（6 名） 

6） 模擬患者養成講習会（1 名） 

7） 本試験・再試験事前審査書類の作成 

8） 本試験・再試験直前対策の計画と実施 

9） 試験の課題および評価表の準備 

10） 試験の評価者・標準模擬患者・標準模擬医師・スタッフマニュアルの作成、印刷、配布 

11） 評価者、標準模擬患者、標準模擬医師、スタッフからの誓約書の取得 

12） 評価表の集計と結果の共用試験センターへの送信 

13） 学生スタッフの募集、スタッフ説明会実施、誘導スタッフのリハーサル 

14） モニター員による他大学事前審査書類の審査（3 名）、OSCE 試験への出向（1 名） 

15） 他学の OSCE 本試験に、外部評価者として参加（3 名） 

16） 試験中のアナウンスの館内一斉放送のためのプログラミング 

4 年ぶりに正規の 5 領域 6 課題の実施となったが、トラブルもなく概ね順調に実施できた。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 委員の補充 

【対応】1 名を新たに委員として加えた。 

【評価】欠員 1 名に対し、1 名の補充 

【資料】特になし。 

課題 2 新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルス感染への対策 

【対応】 

①21号館入館時には、サージカルマスクの着用と手指消毒を義務づけ、非接触型体温計による

体温チェックを行った。 

②受験者に対しては、本試験当日に、健康チェックシートの提出を義務付けた。 



【評価】参加者全員の協力により、感染者も出ず、混乱もなかった。 

【資料】特になし。 

課題 3 模擬患者として一般の方の招聘 

【対応】 

① 本学で養成した模擬患者（SP)へ、本年度の OSCEへの参加の可否と今後の本学の薬学教育へ

の協力の可否を確認した。 

② 今年度をもって SP を引退される方へ、今までの協力に対するお礼状を送付した。 

【評価】 

① について、13名の方から、今後も SPとしてご協力いただけるとの回答を得た。また、本年

度 OSCE本試験への参加について、12名の方から可の回答を得た。ただし、最終的に本試験

に参加されたのは 10名であった。 

【資料】特になし。 

次年度の課題とその改善案 

① 計画立案者の代理を務める者がいない。⇒計画立案者のサポート要員を選定、同時に引継ぎ

も行う。委員間での情報共有をさらに行う。 

② SPの高齢化と人数減少。⇒SP養成講習会を実施し、SP を新たに養成する。 

③ 模擬医師（SD）は、昨年度養成した 15名では不十分。⇒SD を新たに養成する。 

④ OSCE本試験において、スタッフの動線が悪い STがあった。⇒試験実施会場を再検討する。 

⑤ OSCE委員が長期化しているため、刷新が必要。⇒順次新しい委員に交代していく。 

備考・その他の資料等 

特になし  

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」  

【観点 3-2-1-2】 実務実習を履修するために必要な資質・能力が、薬学共用試験（CBT 及び

OSCE）を通じて確認されていること。 

本学部における2023年度薬学共用試験は、CBT本試験2023年12月5日（火）、再試験2024年2月

29日（木）に、OSCE本試験2023年12月16日（土）、再試験2023年3月2日（土）にそれぞれ実施さ

れた。CBTの実施は薬学共用試験センターから配信された問題を用いて受験者全員に対して一斉

に行った。OSCEでは、薬学部の臨床薬学センター、セミナー室、空き研究室を利用して、各ス

テーションの課題を薬学共用センターの指針に沿って適切に実施した。CBTおよびOSCEの試験結

果は、薬学共用試験センターの提示した合格基準【CBTは正答率60%以上、OSCEは細目評価の70%

以上（2名の評価者の平均）かつ概略評価合計5以上（2名の評価者の合計）】を満たしているか

どうかを確認し、薬学共用試験を通じて実務実習を行うために必要な資質・能力を修得してい

るか評価した。薬学共用試験の実施時期、合格者数および合格基準は、本学部のホームページ

にて公表されている。 

 



CBT実施委員会 
委員長  

鈴木真也 

委員  
高橋宏暢、中島勝幸、岡本育子、門田佳人 

活動概要  

CBT 実施委員会は共用試験センターの定めたスケジュールに従って、下記の業務を行った。 

2023 年 4 月 前年度共用試験結果のホームページ公開 

2023 年 5 月 2023 年度共用試験受験予定者リスト送付 

2023 年 6 月 CBT 本試験／体験受験の受験者登録・受験料納付 

2023 年 7 月 CBT 体験受験のテストラン 

CBT 体験受験の監督者手配／監督者説明会 

CBT 体験受験の受験者説明会 

2023 年 8 月（4日）CBT 体験受験の実施 

2023 年 10 月 CBT 非受験者申請 

2023 年 11 月 CBT 本試験のテストラン・試験準備 

CBT 本試験の監督者手配／監督者説明会 

CBT 本試験の受験者説明会 

CBT 本試験の試験室設営 

2023 年 12 月(5 日) CBT 本試験の実施 

2024 年 2 月 CBT 再試験の受験者登録・受験料納付 

CBT 再試験のテストラン 

CBT 再試験の受験者説明会 

CBT 再試験の試験室設営 

2024 年 2 月(29 日) CBT 再試験の実施 

 

CBT 実施委員会は共用試験センターの以下の委員を兼ねている。 

 CBT 実施委員会・大学委員 

 システム検討委員・大学委員 

 モニター員（他大学 CBT の実施状況のモニター／共用試験センターへの報告） 

上記の業務を実施することで適正な CBT 実施を実現している。 

 

令和 5年度 CBT 本試験・再試験の受験者数および合格者数 

 CBT 本試験（令和 5年 12 月 5 日 (火) 実施）受験者 71 名 合格者数 62 名 

 CBT 再試験（令和 6年 2月 29 日 (木) 実施）受験者 8 名 合格者数 1 名 

課題に対する対応と評価 

課題 1 前年度特に指摘無し。円滑な CBT 運営。 



【対応】CBT 開始前のトイレ内部の確認、試験中トイレ使用の前後での不審物の有無確認など

を徹底し、試験不正が起こらないよう配慮した。 

【評価】上記対応を行い、特段の問題もなく無事試験を終了することができた。 

次年度の課題とその改善案 

 不正行為は、監督者等の慢心からいつ生じないとも限らない。常に緊張感を持った試験遂行

を心掛けたい。そのため、監督者説明会では、不正行為防止に重点を置いて注意点を抽出して

具体的な対応方法を解説する。 

備考・その他の資料等 

1）特になし 

「薬学教育（6年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

【観点 3-3-1-2】 実務実習を履修するために必要な資質・能力が、薬学共用試験（CBT）を通

じて確認されていること。 

［現状］薬学共用試験（CBT）の実施時期、実施方法、合格者数および合格基準は HP上で公開

されている。 

［点検・評価］薬学共用試験（CBT）の実施時期、実施方法、合格者数および合格基準は HP上

で公開されているため問題ないと思われる。今後も現状維持で遂行していきたいと考えてい

る。 
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実務実習委員会 委員長 四宮一昭 
委員 鈴江朋子、白野陽正、中村敏己、 

末永みどり、堀ノ内裕也、井口美紀 

活動概要   

2023 年度実務実習委員会の主な取り組みを以下に記す。 
1） 実務実習委員会の開催（3/3） 

＊随時、臨時会議を開催 
2）臨床薬学総合演習 1・2 の年間スケジュールの計画・立案及び実施 
3）薬局・病院実務実習受入施設調整作業及びリストの作成 

4）薬局・病院実務実習受入施設訪問教員割付作業及びリストの作成 
5）病院・薬局実務実習中国・四国地区調整機構大学委員会及び関連会議への参加 
6）病院・薬局実務実習近畿地区調整機構大学委員会及び関連会議への参加（オブザーバーとし

て） 
7）実務実習導入教育を薬局実務実習開始前に実施（年間３回実施） 

8) 実習生からの実務実習に関連した悩みやトラブル等の相談にのり、また、適宜、アドバイス

を行うことで、実務実習のスムーズな進捗を支援 

9) 実務実習施設、実務実習訪問教員及び配属教員からの実務実習に関連したトラブル等の相談

にのり、また、適宜、アドバイスを行うことで、実務実習のスムーズな進捗を支援 

10）実務実習連絡会（参加：大学、薬局、病院）の開催 
11）実習終了学生へのアンケート調査の実施及び実務実習連絡会での情報提供・共有 

12) 実務実習施設からの意見・コメントの取りまとめ及び、それら意見・コメントに対する回答

の実務実習連絡会への情報提供・共有 

課題に対する対応と評価 

課題 1 実務実習 WEB システムの不具合・トラブルについて 

【対応】実務実習 WEB システムの不具合・トラブルについては、各期において学生・施設から

システム不具合等を収集し、システム事務局（富士フィルムシステム）に随時問い合わせる等

の対応を行った。   

【評価】トラブルがその都度解決される場合もあったが、システム上の変更等は富士フィルム

システムが期間をおいて一括して対応の処理を行った。実務実習 WEB システムの不具合・トラ

ブル等については、継続して情報を収集し、随時、システム事務局へ情報提供を行う予定であ

る。 

【資料】特になし 

課題 2 感染症対応・対策について 



【対応】感染防止対策として、手洗いや適切な衛生的手指消毒、実習中のマスク装着等の感染

予防を徹底するよう指導を行い、また、大学より１名１名へ配布した体温計を用い、毎日、実

務実習前に検温し発熱等の症状がない学生に限り、実務実習を行なった。また、発熱等の症状

がある場合は、実習施設の指導薬剤師に事前連絡した上で実務実習を休むこと。また、その際、

担当の大学教員へも連絡を行うよう指導した。 

 実務実習施設が、大学教員の施設訪問を好ましくないと判断した場合は、大学教員の施設訪

問は取り止め、オンライン会議システム・電話等の電子通信機器を活用して、指導薬剤師と情

報共有・実習内容の相談等を行い、実務実習生についても、オンライン会議システム・電話等

の電子通信機器を活用して面談等を行った。 

【評価】感染症対応・対策については、実務実習委員会、薬学部教授会で協議し対応を決定し

ており、妥当な対応であると考える。 
【資料】徳島文理大学薬学部の実務実習時における感染症等への対策及び対応(2023.12.6付) 

次年度の課題とその改善案 

・感染症対策の観点から、実務実習施設が、大学教員の施設訪問を好ましくないと判断した場

合は、指導薬剤師や実習生との面談の代替として、引き続き、電話だけでなく、Google Meet や

Zoom 等のオンライン会議システムも、積極的に活用する予定である。 

・コロナ禍以前は、徳島県下の実務実習受入施設に限定して現地開催していたが、2022 年度以降は、

WEB 開催とすることで、徳島県以外の実務実習受入施設へも対象を拡大して実施できている。2024

年度も、WEB 開催とすることで、徳島県以外の実務実習受入施設へも対象を拡大して実施する予定で

ある。 

備考・その他の資料等 

1） ２０２３年４、５、６、１２月、２０２４年２月教授会資料（実務実習委員会） 

2) 徳島文理大学薬学部の実務実習時における感染症等への対策及び対応(2023.12.6付) 
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ボランティア災害

医療実習委員会 
委員長  

白野 陽正 

委員 鈴江 朋子、井口 美紀 

体験参加あり 

活動概要   

令和 5 年度のボランティア災害医療実習委員会の主な取り組みは以下の通り。 
・『徳島赤十字病院との共同演習』は、コロナウイルス感染予防対策のため中止となっていた

が、令和 5 年 6 月 24 日(土)に 4 年ぶりの開催となった。 

・43 名の学生の参加があり、避難訓練と模擬患者役を行った。。 
・徳島赤十字病院と訓練の打ち合わせを行い、模擬患者の想定や、避難訓練の避難経路等を決

めていった。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 より、積極的に実地訓練に参加してもらうために、｢災害時の薬剤師の役割｣をどう伝

えるか。 

【対応】薬学概論・社会薬学・チーム医療論等の授業で、中越沖地震、東日本大震災、熊本地

震、西日本大豪雨等での救護活動や内部支援の実体験を、現場写真を用いて説明した。 

【評価】災害訓練への参加希望や災害派遣についての質問を各学年から多く受けた。 

【資料】無し 

 

   以上 

備考・その他の資料等 

特になし 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 

3 薬学教育カリキュラム 
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卒後教育委員会 
委員長     

中村 敏己 
委員 鈴江 朋子、四宮 一昭、末永 みどり 
   井口 美紀 

活動概要  

令和 5年度、卒後教育委員会の活動 

1）第 47 回卒後教育講座 

（第 3回徳島大学薬学部・徳島文理大学薬学部卒後教育合同公開講座） 

演者：森 英樹氏（岡山赤十字病院 薬剤部長 病院長補佐，日赤薬剤師会会長， 

   岡山県病院薬剤師会会長） 

演題：「求められる薬剤師像として、災害を中心に」 

実施日：令和 6年 2月 24 日（土） 

場 所：Zoom による Web 開催 

参加人数：147 名 

課題に対する対応と評価 

課題 薬剤師教育への積極的な参加 

【対応】Zoom により Web 開催することにより、多くの薬剤師が参加された。開催案内

は、本学薬学部、香川薬学部、徳島大学薬学部、本学薬友会、徳島県薬剤師会、徳島

県病院薬剤師会、香川県薬剤師会のホームページへの掲載により案内した。 

【評価】災害時医療における、薬剤師が果たすべき役割について、阪神淡路大震災か

ら能登半島地震までの活動報告 を基に講演いただいた。 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 



8 社会連携・社会貢献 

【観点 8-1-1】 

［現状］薬学部は、卒業生を対象とした生涯教育の一環として、本学香川薬学部、徳

島大学薬学部、徳島県薬剤師会、徳島県病院薬剤師会、（公財）日本薬剤師研修セン

ター、そして、本学部の同窓会組織の徳島文理大学薬友会と共催し、毎年、卒後教育

講座を開催しており、毎回地域の薬剤師が多数参加している。【観点 8-1-1】  

［点検評価］地域の薬剤師会・病院薬剤師会と密に連携を取り、卒業生向け生涯

学習プログラム「卒後教育講座」を提供できている。また徳島県薬剤師会と共催

する「医療用医薬品研修会」は、地域の薬剤師の教育機会として定着しており、

薬剤師の生涯教育に貢献している。以上により【観点 8-1-1】に適合している。 
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学生委員会 
委員長 宗野真和 委員 鈴木真也，葛西祐介，  

   米山達郎，岡本育子 

活動概要   

令和５年度の学生委員会の主な取り組みは以下の通り。 

1) 感染症蔓延防止対策のための、薬学部行動指針等原案の策定、および感染防止対策の実践 

2) 新入生に対する、大学生活を送る上での注意点の指導 

3) クラス委員（１〜６年、各学年 5 名）の選出 

4) 保護者会委員の推薦 

5) 学生委員会の開催（2023 年 4/3, 8/24, 11/16, 2024 年 2/27） 

6) 学生健康診断受診の指導 

7) 定期試験に向けた、講義室使用ルールの徹底（前期試験７月、後期試験１月） 

8) 学生「薬学部意見箱」設置、電子版学生意見箱の運用を開始 学生へ文書にて利用方法を案

内した。2023 年度には投稿が無かった。 

9) 日本私立薬科大学協会学生部長会への承合事項の提出・部長会への参加（10/27Web 会議） 

10) 新入生セミナー（4/5 対面）の企画、立案、実施 

11) １年生「防災安全教育演習」（地震津波防災ビデオ視聴）の開催（9/29 対面） 

課題に対する対応と評価 

課題 1 1）感染症蔓延防止対策を、学生へ周知徹底する。 

2）新入１年生および２～６年生の健康診断受診率を上げる。 

【対応】令和４年度新入生セミナーを、感染防止対策を行い、対面形式で実施。 

1)感染防止対策のため、４月対面講義開始に際して、学生の教室利用のルール等を定め、学年

オリエンテーションにて周知した。 

2) 薬学部学生にとっての、健康診断受診の必要性および講義室使用ルールについて説明を行っ

た。(４月) 

【評価】 

1) 講義室の感染対策として、講義室扉の解放、窓の解放、扉机のアルコール消毒等を啓蒙した。 

2) 最終的な健康診断表提出率は、1 年 93.8%、2 年 94.8%、3 年 96.2%、4 年 93.7%、5 年 86.6%、

6 年 97.5%であった。（2022 年度データ） 

【資料】令和 5 年保険センター報告書、4 月薬学部教授会学生委員会資料、7 月薬学部教授会学

生委員会資料 

次年度の課題とその改善案 

・さらなる健康診断表提出率 100％を目指した向上について、次年度は 4 月時に薬学部の講義

時間の一部を利用して、健康診断を受診指導する予定である。 



備考・その他の資料等 

1）令和５年度 学生委員会議事録 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」  

6 学生の支援  

 

自己点検評価委員会コメント 

 

 



D）学習環境・施設
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施設委員会 委員長 野路征昭 
委員 廣兼司、北村圭、森川雅行 

 

活動概要   

令和５年度の施設委員会の主な取り組み。 
1）薬学部施設および機器の故障時の初期対応（研究施設・機器以外の全般） 

2）薬学部施設および機器の修理、更新に関する手続き、機器の廃棄手続き、納品対応 
3）新入生、編入生への個人ロッカー割り当て作業およびロッカー使用法の提示 
4）卒業生、退学生の個人ロッカーの受け渡し、ロッカー内廃棄物の処理、整理作業 

課題に対する対応と評価 

課題 講義室のプロジェクターなどの経年劣化による故障 

【対応】プロジェクターランプの交換などを行った。 

【評価】講義等に必要な設備を素早く整備し続けている。 

【資料】なし 

次年度の課題とその改善 

学生実習室におけるディスプレイのシステムおよび講義室のプロジェクターが老朽化しており、

更新、もしくは、別法による新たなシステム構築が今後必要になると思われる。情報処理室のコ

ンピュータの OS は windows10 であり、2025 年 10 月にサポートが終了することや windows11 の

システム要件からコンピュータの新規購入を考える必要がある。 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

7 施設・設備  

【基準 7-1】教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な施設・設備が適切に整備さ

れていること。 

注釈：施設・設備には、以下が含まれること。講義室、動物実験施設、薬用植物園、図書室・自

習室、臨床準備教育のための施設（模擬薬局等）・設備、薬学教育研究のための施設・設備、図

書・学習資料等 

［現状（【基準】に沿って現状を説明し、根拠資料を付す）］ 

大学内での講義は全て、講義室（名収容、4室）、大講義室（名収容、2室）、セミナー室（9室）

で実施している（根拠資料：薬学部要覧記載の薬学部時間割）。なお全ての講義室とセミナー室

の大半に講義用のプロジェクター等の AV機器が設置されている。AV機器未設置のセミナー室に

おいても、持ち運び可能なプロジェクター（複数台所有）を持ち込むことで AV 機器の使用が可

能となっている。 

 基礎薬学情報処理・特別演習 1〜3・CBTで使用するコンピュータを整備した情報システム室を

薬学部内に設置している。なおコンピュータの数等は CBTの実施に問題ないが、OSが Windows 10



であり、2025年 10月にサポートが終了することから、今後、新規にコンピュータを購入するな

どの必要が生じる。 

 学生の自習場所として、自習室、共同利用のラウンジ（各階）を設けている。加えて、学生の

荷物の保管庫として個人用学生ロッカーを提供している。 

［施設・設備に対する点検・評価］ 

＜優れた点＞ 

 講義を行うための施設・設備は充実しており、問題なく講義が行える環境が整備されている。

また、自習に使用できる場所も多数あるため、問題はない。 

＜改善を要する点＞ 

 学生実習室の映像システムについて、全ての実習室で使用できるようなシステムを考えていく

必要がある。 

［改善計画］ 

 学生実習室の映像システムについて、予算を抑えながら、全ての実習室で使用できるようなシ

ステムを大学とともに考え、学生実習室のユーティリティの充実を図っていきたい。 

 



図書委員会 委員長 堂上美和 委員 原貴史 

活動概要   

R5 年度の図書委員会の主な取り組みは以下の通り。 

1）研究・教育に有効な全文利用可能な電子ジャーナルの選定 

2）研究・教育に有効な電子データベースの選定 

3) 研究・教育用図書の選定 

 

課題に対する対応と評価 

課題 1 電子ジャーナルの契約価格高騰による取り扱いコンテンツの削減と学生用図書蔵書

の充実 

【対応】徳島，香川両キャンパスでの利用率を確認し，必要なコンテンツをできるかぎり利用

継続できるよう調整した。 

【評価】研究教育に必要な電子ジャーナルに契約を絞ることができたが，毎年，契約料は上昇

していくため今後も課題である。全文利用から抄録利用などに契約形態を見直し，より効果的

な電子ジャーナル環境を整備していく必要がある。また，昨年度から電子図書の購入を積極的

に行い，教育，研究環境の充実化をはかった。 

【資料】なし 

次年度の課題とその改善案 

電子ジャーナルの契約価格高騰により，契約雑誌数の削減を余儀なくされている。来年度は予

算を超える可能性が高い。香川キャンパスも含めて全学的に電子ジャーナル，電子データベー

スなどのコンテンツの見直しを提案し，図書費の有効活用を実施し，学生や教員の教育研究に

反映させる。また，薬学部図書分室の有効利用として，薬学部で必要な書籍，ジャーナル，紀

要など資料保管庫として機能させるべく，書架，資料のラベリング，書架の設置，配置換えな

どを行っていく。 

備考・その他の資料等 

なし 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」  

7 施設・設備 【基準 7-1】教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な施設・設

備が適切に整備されていること。 

[現状]  教育研究活動の実施に必要な電子ジャーナル，図書等が適切に整備されている。 

[点検・評価] 閲覧件数を指標とし，各分野の研究活動に必要な電子ジャーナル，データベー

ス等は整備されており，閲覧できない電子ジャーナルは図書ネットワークから文献複写依頼す

ることにより数日以内に入手可能である。また，研究教育に必要な図書は各研究室，教務委員，



図書委員が選定して図書館，研究室に配置しており，学生の自主学習のサポートとなっている。

図書関連設備は十分に整備されているものの，教員の変更などに伴う研究内容の変化に応じて

電子ジャーナル等の選別を見直す必要はある。 

[改善計画] 閲覧件数，研究内容などを再調査し，必要な電子ジャーナルの見直しを検討する

計画である。また，教育関係の充実を図るために必要な図書，電子書籍，データベースについ

て検討する。 

 



機器分析センター 
運営委員会 

委員長 田中好幸 • 委員 中島勝幸，岡本育子，森川雅行 

活動概要   

2023 年度の機器分析センター運営委員会の主な取り組みは以下の通り。 
1）機器分析センターが管轄する機器の維持管理 

2）NMR スペクトルおよび質量分析スペクトルの依頼測定 
3）新規機器導入に向けての取組みおよび各種経理処理 
4）機器分析センター管轄機器の外部利用サポート 

 

課題に対する対応と評価 

課題 1 機器分析センターが管轄する機器の維持管理 

【対応】測定器を支える基盤機器として、昨年度に導入させていただいた液体窒素製造装置の

運用を開始した。NMR 装置の超電導マグネットの維持に不可欠な装置であり、NMR 分光器の

安定稼働が実現できている。また、研究室での少量の液体窒素利用もできるようになり、化学

系のみでなく生物系研究室のサポートにもなっている。加えて、定期メンテナンスおよび故障

機器の修理対応を行った。 

【評価】これらの維持管理活動により、機器の安定稼働が実現できている。 

【資料】センター所轄機器の利用実績は本年報の「機器分析センター」の項参照 

課題 2 NMR スペクトルおよび質量分析スペクトルの依頼測定 

【対応】NMR 分光器および質量分析計に関しては依頼測定を実施している。 

【評価】毎年多数の依頼があり、本学の研究活動の下支えとなっていると考えている。 

【資料】本年報の「機器分析センター」の項、機器利用成果リストの 600 MHz NMR（NMR 依

頼測定）および JMS-700 (EI-MS)、Orbitrap 型質量分析計（質量分析依頼測定）参照 

課題 3 新規機器導入に向けての取組みおよび各種経理処理 

【対応】新規機器導入に向けて学内での予算確保の依頼を行い、大型機器導入への助成金の申

請の実施や、受入れ機関としてのサポートを行っている。2020 年度は機器分析センターとして

応募はなかったが、科研費間接経費を主たる財源として液体窒素製造装置を導入できた。機会

をとらえて今後もさらなる機器の充実に努めたい。 

【評価】機器分析センターの装置により、メタボロミクスを含めたオミクス研究及びその他の

研究が促進されるものと期待される。 

【資料】機器の導入実績及び利用実績は本年報の「機器分析センター」の項参照 

課題 4 機器分析センター管轄機器の外部利用サポート 

【対応】新規業務として、機器分析センター管轄機器の外部利用サポートを 2024 年度から開始

することとした。今年度使用希望のあった企業との間で、大学本部（総務部・経理部）のご助

力のもと外部利用に関する契約書を作成した。 



【評価】研究機器の外部利用は、大学の社会貢献の一環である。企業活動のサポートを通じて

徳島文理大学のプレゼンスを社会に示すことができると期待される。またこれにより、創薬が

推進され、より良い社会の実現に繋がると期待される 

【資料】本業務は本年報の「機器分析センター」の項参照 

次年度の課題とその改善案 

ルーティン測定用 NMR 分光器および X線結晶構造解析装置が老朽化し始めている。機会を捉

えてこれらの機器の更新を実施したい。 

備考・その他の資料等 

 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

7 施設・設備 

【基準 5-2】教育研究上の目的に沿った教育研究活動が、適切に行われていること。 

【観点 5-2-2】研究活動が行えるよう、研究環境が整備されていること。 

注釈：研究環境には、研究時間の確保、研究費の配分等が含まれる。 

本基準および本観点に関する［現状］、［施設・設備に対する点検・評価］、＜優れた点＞、

＜改善を要する点＞、［改善計画］については、以下の【基準 7-1】に記載。 

 

【基準 7-1】教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な施設・設備が適切に整備さ

れていること。 

注釈：施設・設備には、以下が含まれること。講義室、動物実験施設、薬用植物園、図書室・

自習室、臨床準備教育のための施設（模擬薬局等）・設備、薬学教育研究のための施設・設備、

図書・学習資料（電子ジャーナル等）等 

［現状］ 

薬学教育研究のための施設・設備 

薬学部学生は、3年前期から各研究室に配属となり卒業研究を実施している。5年次には実務実習

があるため、全期間において研究室配属の学生が同時に研究室に在室することはないが、各研究室

は十分な広さを有しているので実験に支障はない（基礎資料）。また研究室のみならず、動物実験セ

ンター、機器分析センターやハイテクリサーチセンターにおいても学生が実験を行なえるようにな

っている。機器分析センターには非常に多くの測定機器が用意されており（根拠資料・データ等）、

ほとんどの機器について学生の使用が可能となっている。また高度な遺伝子組み換え実験や病原体

そのものを用いた実験が実施出来るＰ３実験室も完備している。このように学生が高いレベルの卒

業研究を実施するのに十分な質と量の設備が整備されている。 



 

［施設・設備に対する点検・評価］ 

薬学教育研究のための施設・設備（機器分析センター関連） 

 機器分析センター等に整備されている機器は、最先端の機器類であり、それらは学内 LANを用い

た予約システムにより管理しなければいけないほど，実際に学生に繁用されている。各研究室にも

教育・研究を遂行するための機器が整備されており、これらを利用した業績が発表されている。こ

のように教育および研究用の施設、設備については質・量ともに十分に整備され，適切なルールの

もとに運用されている，よって【基準 7−1】に問題無く適合していると考えている。 

＜優れた点＞ 

薬学教育研究のための施設・設備（機器分析センター関連） 

機器分析センターが管轄する研究用の機器については、質量ともに優れていると考えられる。薬学

教育評価の際にも審査員から機器の充実ぶりは優れた点として議論に上がっており、私立薬科大学

の中でもかなり優れた機器を有していると考えられる。 

＜改善を要する点＞ 

X 線結晶構造解析装置など、いくつかの機器では老朽化が進んでいるため、機器の更新を継続

していく必要がある。 

［改善計画］ 

 研究費の申請の機会を捉えて機器の更新を進めていきたい。 

 



 



動物センター 
管理委員会 

委員長 永浜政博 委員 川上隆茂、阪口義彦 

活動概要  

2023 年度の動物センター管理委員会の主な取り組みは以下の通り。 
1）実験室に設置した安全キャビネット、動物飼育用ネガティブラック、オートクレーブ、クリ

ーンベンチ、小型遠心機、動物麻酔機（3 台）を利用した実験が行われた。 

2）アース環境サービスに依頼して動物センターの専門的な清掃（週 2 回）を 1 年間実施した。 

3）殺菌ランプの購入と交換、自動飼育洗浄機の点検と修理、固液分離機（動物の糞尿処理装置）

の定期点検、給水フィルターや給水ノズルの購入と交換、専用白衣、スリッパ、洗濯用洗剤、

消毒用アルコールの購入、飼育ゲージ滅菌用オートクレーブの管理、白衣洗濯用洗濯機のホー

ス劣化による交換、動物死体用フリーザーの管理、動物の死体や汚物の処理に廃棄物処理用の

ダンボール購入、清掃用具や床消毒用洗剤の購入。 

4）マウス飼育室の Mouse Hepatitis Virus の検査を 1 年に 4 回実施し、いずれも汚染は検出され

なかった。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 特になし 

 

 

次年度の課題とその改善案 

動物センターの利用と運営は、順調である。2023 年度の取り組みを継続して行う。新規購入希

望機器や消耗品をセンター利用者から聞き、予算内で考える。 

備考・その他の資料等 

 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」  

7 施設・設備 【基準 7-1】 

 



 



細胞工学 
センター委員会 

委員長 永浜政博 委員 角 大悟、阪口義彦 

活動概要  

2023 年度の細胞工学センター委員会の主な取り組みは以下の通り。 
1）生物系の研究室で使用頻度の高いプラスチック粉砕機の年間メンテナスを業者に委託した。 

2）細胞工学センターの年間予算が、大幅に削減された。2023 年度は、高額な修理や新規機器

の購入の要望が出せない状況であった。 
3）センター利用者の要請に応じ、期限付きで研究機器の持ち込みを認めた。 

4）経年劣化により、15 年以上使用し、最近、数年間、稼働していない機器を廃棄した。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 機器の修理が必要 

【対応】修理が必要な全ての機器を業者に依頼して、修理と点検を行った。 

【評価】全ての機器が稼働し、順調である。 

次年度の課題とその改善案 

概ね順調に利用されている。新規購入希望機器をセンター利用者から聞き、予算内で考える。

次年度も細胞工学センター予算は、大幅に削減される予想され、センター利用者の要望には沿

えない可能性がある。 

備考・その他の資料等 

特になし 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」  

7 施設・設備 【基準 7-1】 

 



 



下限数量以下 RI
委員会 

委員長 葛原 隆 委員 末永みどり，畠山大，伊藤勇太 

 

活動概要   

R5 年度の下限数量以下 RI 委員会に主な取り組みは以下の通り。 
1）学生への教育と、学生と共に下限数量以下 RI の使用 

2）下限数量以下 RI の帳簿作成と記帳 

課題に対する対応と評価 

課題 1 下限数量以下 RI 委員会の運営 

【対応】下限数量以下 RI 委員会の運営をするために、下限数量以下 RI 帳簿の作成を行った。 

【評価】現状で、法定の下限数量以下であることが確認できている。 

【資料】下限数量以下 RI 管理記録簿 

課題 2  

【対応】 

【評価】 

【資料】 

次年度の課題とその改善案 

下限数量以下であることを随時確認しながら下限数量以下 RI 委員会を運営していく。 

備考・その他の資料等 

1）下限数量以下 RI 管理記録簿 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 

7 施設・設備 【基準 7-1】 

 



 



植物園運営委員会 委員長 野路征昭 委員 堂上美和，山本博文，米山達朗 

活動概要   

2023 年度の植物園運営委員会の主な取り組みは以下の通り。 
1）昨年度から引き続いている薬草園改修整備継続（西松建設、森本造園） 

2) 薬草園整備の日常業務（学生アルバイト） 
3) 植物園運営委員での薬草園改修整備計画の確認・継続 

課題に対する対応と評価 

課題 1 小松島薬草愛好会に委託してきた薬草園整備の日常業務について、実際に作業をされ

ていた方が高齢のためやめたことから新たな人的資源の確保が必要である。 

【対応】生薬学教室、薬品物理学教室、生薬研究所の漢方・セルフケアコースの 3 研究室の教

員および所属する学生アルバイトによる薬草園整備作業を行った。 

【評価】雑草が多く繁殖する夏を中心に整備作業を行い、オープンキャンパスでの薬草園見学

を実施できるようにした。 
【資料】特になし 

課題 2 区画ごとに薬用植物の栽培を始めるために植物の購入、譲渡依頼、ネームプレートの

設置などの整備を重点的に行っていく。 

【対応】植物の新規導入および譲渡依頼は思ったようには進展していない。これは新規導入の

コストのみでなく、導入後の新種の植物の種苗の管理を行うための人的資源の不足の問題があ

り実行を阻んでいる。ネームプレートに関しては局方生薬の基原植物については徐々に充実し

てきた。次年度も追加の導入を計画している。 

【評価】改善が見られるが今後も継続して収集を行う必要がある。 

【資料】特になし 

次年度の課題とその改善案 

薬草園大規模改修整備により、日本薬局方収載の基原植物も増えてきたが、さらに充実させる

必要がある。それには国内の薬草園にも植物の譲渡依頼などを行う必要がある。積極的に知人

等にも依頼の必要も出てくる。さらにネームプレートも日本薬局方収載の基原植物以外、局外

生薬や希少植物の充実を図る必要がある。これまでこのような作業を小松島薬草愛好会に業務

委託してきたが、実際に作業をされていた方が高齢のためやめてしまったことから新たな人的

資源の確保が必要である。最終的な整備目標として薬草園を学習や一般公開の場とするだけで

なく憩いの空間にすることが挙げられるが、溶媒保管庫等の危険物倉庫の存在がネックとなる

ことが予想される． 

備考・その他の資料等 

資料 



「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

7 施設・設備 

【基準 7-1】 

教育研究上の目的に沿った教育研究活動の実施に必要な薬用植物園が適切に整備されている。 

活動報告書参照 

【点検・評価】 

日本薬局方を中心に植栽し、整備を行えているので教育研究上の目的に沿った教育研究活動の

実施に必要な薬用植物園となっている。今後さらに充実した薬用植物園に整備が整いつつある。 

【改善計画】 

区画ごとに薬用植物の栽培を始めるために植物の購入、譲渡依頼、ネームプレートの設置など

の整備を重点的に行っていく。 
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(札幌) 2023 年 3月 25-
28 日 

の意義 -EDSSPD3 における筋力低下の機序解明に向
けた検討- 

 
  



３．学部学⽣・⼤学院⽣の受賞 
1） 薬化学教室、⼤学院１年、苅⾕冬也、⽇本薬学会 143 年会（札幌）、2023 年 3 ⽉ 26〜28 ⽇、学⽣

優秀発表賞、⾦触媒を⽤いたアルキニルアゼチジンの連続的開環−環化反応による置換ピロリジン
の合成 

2） 薬化学教室、⼤学院２年、苅⾕冬也、第 62 回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国
四国⽀部学術⼤会（⾼知）、2023 年 10 ⽉ 28〜29 ⽇、学⽣発表奨励賞、酸化剤を⽤いたアルキニル
アゼチジンの連続的開環−環化反応 

3） 薬品化学教室、5 年、寺内真優、⽇本薬学会 143 年会（札幌）、2023 年 3 ⽉ 25〜28 ⽇、学⽣優秀
発表賞、ラクタム構造を有する光学活性ノルボルナン誘導体素⼦の短段階合成法の開発 

4） 薬品化学教室、⼤学院１年、林花恋、第 62 回⽇本薬学会・⽇本薬剤師会・⽇本病院薬剤師会中国
四国⽀部学術⼤会（⾼知）、2023 年 10 ⽉ 28〜29 ⽇、学⽣発表奨励賞、熱⼒学的平衡条件下、包接
錯体化誘導型不⻫変換法を⽤いた光学活性スピロシクロペンタノンの調製 

5） 薬物治療学教室、博⼠課程３年、⽥⼝央基、第 50 回⽇本毒性学会学術年会、2023 年 6 ⽉ 19〜21
⽇、学⽣ポスター賞受賞、フェロトーシスはシスプラチンによる近位尿細管 S3 領域の⾼感受性に
関与する  

6） 薬物治療学教室、博⼠課程３年、⽥⼝央基、The 10th International Congress of Aian Society of 
Toxicology（AsiaToxX）、2023 年 7 ⽉ 17〜19 ⽇、参加奨励賞、Ferroptosis involved in cisplatin 
vulnerability of proximal tubule S3 segment-derived immortalized cells 

7） 薬物治療学教室、博⼠課程３年、⽥⼝央基、メタルバイオサイエンス研究会 2023、2023 年 10 ⽉ 5
〜6 ⽇⽣命⾦属科学推進賞受賞、シスプラチンに対する近位尿細管 S3 領域の⾼感受性にフェロト
ーシスが関与する 

8） 薬物治療学教室、博⼠課程３年、⽥⼝央基、第 28 回ヒ素シンポジウム、2023 年 11 ⽉ 30〜12 ⽉ 1
⽇、奨励賞受賞、亜ヒ酸は細胞表⾯の糖鎖組成に影響を与える〜ヒ素の発がんとの関連性〜 

9） 薬理学教室、4 年、前⽥結菜、第 13 回トランスポーター研究会九州部会（福岡）、2023 年 8 ⽉ 5
⽇、優秀発表賞、低酸素誘発性肺⾼⾎圧症におけるミトコンドリア Na+/Ca2+交換輸送体の関与に
ついて 

10） 薬理学教室、4 年、和⽥友睦、第 62 回⽇本薬学会中国四国⽀部学術⼤会（⾼知）、2023 年 10
⽉ 28〜29 ⽇、学⽣発表奨励賞、hERGチャネル遮断薬が活性化促進作⽤を発揮する構造的機構 

11） 薬理学教室、5 年、堀江春⾹、第 62 回⽇本薬学会中国四国⽀部学術⼤会（⾼知）、2023 年 10
⽉ 28〜29 ⽇、学⽣発表奨励賞、低酸素誘発性肺⾼⾎圧症におけるミトコンドリア Na+/Ca2+交換輸
送体の関与 

12） 放射薬品学教室、⼤学院 4 年、⼭本⼀輝、⽇本薬学会 143 年会（札幌）、2023 年 3 ⽉ 25〜28
⽇、学⽣優秀発表賞、⾼い脂溶性を有する 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol 型ユニバーサルリン
カーを⽤いたオリゴ核酸の固相合成 

13） 放射薬品学教室、⼤学院 1 年、⽔野功⼀、⽇本薬学会 143 年会（札幌）、2023 年 3 ⽉ 25〜28
⽇、学⽣優秀発表賞、RNA 合成を指向した⽔中で脱保護可能な 2'位⽔酸基の保護基 

14） 病態分⼦薬理学教室、6 年⽣、野口綾香 
第 17 回トランスポーター研究会 (名古屋) 2023 年 5 ⽉ 27 ⽇、優秀ポスター発表賞、亜鉛トランス
ポーターZIP14 の機能解析-がん悪液質に対する新たな治療戦略の構築を⽬指して- 

15） 病態分⼦薬理学教室、6 年⽣、岸路清楓 
第 145 回⽇本薬学会中国四国⽀部例会(オンライン) 2023 年 1 ⽉ 22 ⽇、学⽣発表奨励賞、亜鉛トラ
ンスポーターZIP13 の失調は⾻格筋の縮⼩化をもたらす“脊椎⼿掌異形成型エーラス・ダンロス症
候群の病態解明に向けた検討” 

16） 病態分⼦薬理学教室、6 年⽣、岸路清楓 



第 25 回⽇本亜鉛栄養治療研究会学術集会(⼤阪) 2023 年 2 ⽉ 4 ⽇、敢闘賞、ZIP13はゴルジ体スト
レス応答の制御に関与する 

17） 病態分⼦薬理学教室、6 年⽣、岸路清楓 
⽇本薬学会 第 143 年会(札幌) 2023 年 3 ⽉ 25-28 ⽇、学⽣優秀発表賞、⾻格筋における亜鉛トラン
スポーターZIP13 の役割解明-Zip13遺伝⼦⽋損マウスを⽤いた解析 

18） 病態分⼦薬理学教室、6 年⽣、菊池美里 
⽇本薬学会 第 143 年会(札幌) 2023 年 3 ⽉ 25-28 ⽇、学⽣優秀発表賞、Zip10-EGFP-KIマウスを
⽤いた⽪膚におけるZIP10 発現細胞の時空間的解析 

 
 
４．教職員の学会賞等の受賞 
1） 助教 森川雅⾏ 
Genes and Environment 2022 Best Paper Award, ⽇本環境変異原ゲノム学会, Taishu Kawada, 
Katsuhito Kino, Kyousuke Tokorodani, Ryuto Anabuki, Masayuki Morikawa, Takanobu Kobayashi, 
Kazuaki Ohara, Takayuki Ohshima, Hiroshi Miyazawa, 2024 年 11 ⽉ 12 ⽇受賞 

2） 教授 永浜政博 
徳島県、2023 年 10 ⽉ 21 ⽇令和 5 年度 徳島県科学技術⼤賞 科学技術振興部⾨賞 

3） 教授 ⼭本博⽂ 
徳島県、2023 年 10 ⽉ 21 ⽇令和 5 年度 徳島県科学技術⼤賞 科学技術振興部⾨賞 
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体験入学委員会 
委員長 鈴木真也 委員 原貴史、門田佳人、北村 圭 

 

活動概要  

令和 5 年度の体験入学委員会の主な取り組み。 
1）高校から依頼を受けた実験教室の受け入れ、担当教室の選定、実施の補助 

2) open キャンパス実施時の、薬学部内体験実験教室の補助 

 2023 年度は、広報委員会主催の年間 7 回の open canpas 時に使用する使い捨て白衣、おみやげ事

務用品の手配供与、徳島県立城南高校からの依頼実験教室の主催、2024 年 3 月実施の雲雀丘高校実

験教室(生薬学教室主催)の補佐を行った。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 新型コロナ感染対策を考慮しながらも、少しずつ活動を再開していきたい。 

【対応】新型コロナ感染対策の影響が薄れつつある状況のなか、2 件の高大連携実験教室を実施す

ることができた。来年度以降も高校からの依頼に対応できるよう、準備を整えておく。 

 

【資料】特になし 

 

次年度の課題とその改善案 

来年度はさらに新型コロナ感染対策のための高校側の自粛もそろそろ緩和すると考えられるため、

県内外の高校向けの実験教室後方活動を行い、本学部広報活動の活性化を担いたい。 

関連する「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準」 

該当なし 

 

 



 



I）研究活動
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研究委員会 
委員長 

 喜多紗斗美 

委員 今川洋、葛原隆、田中好幸、張 功幸、深田

俊幸、吉田昌裕、四宮一昭、山本博文 

活動概要  

R5 年度に研究委員会が行った主な取り組みは以下の通りである。 

1）科研費間接経費の活用 

複数回の研究委員会メール会議を開催し、科研費間接経費の活用方法について議論と調整を

行った。 

・機器の購入申請 

機器分析センター運営委員会および細胞工学センター委員会実施の購入希望順位に基づき、

予算委員会を通して大学本部に予算要望した。本年度は、研究委員会が「円二色性分散計本

体・架台」の購入を教授会に提案し、承認を得て実施した。 

・共通機器用消耗品の購入 

上記の共通機器の利用を上げるために、共通利用できる消耗品を購入した。 

2）学術講演会の開催（2 回） 

・2023 年 7 月に第 17 回薬学部学術講演会を開催し、薬学部の若手・中堅教員が中心に研究成

果を発表し、討論を行った。 

・2024 年 3 月に第 18 回薬学部学術講演会を開催した。外部講師として諫田泰成先生（国立医

薬品食品衛生研究所）を招聘し、「医療を加速するためのレギュラトリーサイエンス」として

ご講演いただき、討論を行った。 

3）競争的資金申請における支援 

・助成金に関する情報を学部内回覧および申請者の調整の実施 

・令和 6 年度ひらめき☆ときめきサイエンスへの申請 

4）薬学部ホームページなどにおける研究活動状況についての広報の促進 

 

 

 



課題に対する対応と評価 

課題 1 個々の教員による研究のみならず、学部全体として共同研究を活性化し、そのことを通じ

て学部としての大型研究費、大型機器の獲得に努める。 

【対応】研究の活性化のためには、外部資金の獲得が必須である。令和 5 年度の外部資金採択

状況および外部資金による機器購入は以下の通りである。 

１．科研費 

代表 24件（新規 9件）、分担 3件、計 27件。総額 43,050,000万円。 

２．科研費以外 

 環境省の研究費１件（代表・580万円） 

３．学内共同研究 

 「特色ある教育・研究」で 3件が採択された。 

４．私立大学ブランディング事業 

 「藻類成長因子を用いた海藻栽培技術 イノベーション」に薬学部の化学系、生物系、医療系 

の 10 研究室、および生薬研究所が参画した。 

５．科研費間接経費による機器の購入 

 本学は、間接経費の 2/3 を学部の意向で活用できる。研究委員会から、間接経費で円二色性分

散計・専用架台（759万円）の購入を提案し、教授会で承認されたので購入した。 

【評価】令和 5 年度は、科研費として 4,305万円の学部資金を得ることができた。科研費間接経

費は機器購入等に活用した。購入機器は、生物系、化学系の多くの研究室が共通して活用でき

る機器である。以上の活動により、学部全体の研究基盤を強化することができた。 

課題 2 

 

教員の研究発表の場を設定することで、互いの研究内容を理解し、刺激し合う場とする。

特に、若手教員の研究発表を重視する。 

【対応】令和 5 年 7 月 22日に、第 17 回徳島文理大学薬学部学術講演会を開催し、本学薬学部

に採用 3 年目の教員と若手教員による研究報告など 4名が講演を行い、活発な討議を行った。 

【評価】講演内容、討論のいずれも優れていた。 

【資料】1-第 17 回徳島文理大学薬学部学術講演会 

課題 3 外部の優れた研究者を招いて学術交流を行い、学部全体の研究活性化をはかる。 

【対応】令和 6 年 2 月 26日に、第 18 回徳島文理大学薬学部学術講演会を開催した。外部講師

として諫田泰成先生（国立医薬品食品衛生研究所）を招聘し、「医療を加速するためのレギュ

ラトリーサイエンス」をご講演いただき、活発な討論を行った。 

【評価】レギュラトリーサイエンスについての理解が深まった。 

【資料】2-第 18 回徳島文理大学薬学部学術講演会 

次年度の課題とその改善案 



薬学部内および外部研究者との交流をさらに活発に行いことにより、学内外での共同研究を活

性化し、大型の研究助成金申請に繋げることが次年度の課題として挙げられる。 

備考・その他の資料等 

 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

【観点 5-2-2】研究活動を行うための環境が整備されていること。 

[現状] 大学からの研究費に加え、教員が活発に外部資金を獲得している。研究委員会が研究費

獲得の促進、研究費の活用方法の調整を行っており、獲得した科研費の間接経費を共通性の高

い研究機器の購入に活用している。また、研究委員会が中心となって学術講演会を開催するこ

とにより、学部全体の研究活性化を図っている。 

[点検・評価] 薬学部の研究活動に大型機器は必須である。現在は、共通性の高い機器を購入で

きているが、将来を見据えた機器の購入計画が必要かもしれない。 

[改善計画] 大型機器の購入について、長期的な見通しを立てる必要がある。 

 



 



研究委員会 

 

2023 年度 科研費採択状況 

 

 

代表 種目 代表者 直接経費 間接経費 

新規 

基盤 B 角 大悟 5,600,000 1,680,000 

基盤 C 

吉田 昌裕 1,200,000 360,000 

張 功幸 1,200,000 360,000 

原 貴史 1,200,000 360,000 

庄司 正樹 1,400,000 420,000 

葛西 祐介 1,400,000 420,000 

北村 圭 1,900,000 570,000 

門田 佳人 1,100,000 330,000 

渕 靖史 1,400,000 420,000 

継続 

新学術 藤代 瞳 8,600,000 2,580,000 

基盤 C 

今川 洋 900,000 270,000 

葛原 隆 1,000,000 300,000 

山本 博文 900,000 270,000 

堀ノ内 裕也 600,000 180,000 

古谷 和春 800,000 240,000 

竹原 正也 1,100,000 330,000 

畠山 大 1,000,000 300,000 

川上 隆茂 600,000 180,000 

田中 好幸 1,000,000 300,000 

喜多 紗斗美 800,000 240,000 

久保 美和 800,000 240,000 

藤代 瞳 1,000,000 300,000 

伊藤 勇太 1,100,000 330,000 

特別奨励 吉開 会美 900,000 270,000 

分担 種目 分担者 直接経費 間接経費 

 

基盤 C 

深田 俊幸 100,000 30,000 

深田 俊幸 100,000 30,000 

角 大悟 350,000 105,000 

挑戦的研究

（萌芽） 
藤代 瞳 400,000 120,000 

 











あった（2023年 5月時点）。また、学内説明会をオンラインから以前の対面型に戻した。さらに、

就職担当教員による学生個々に応じた個別面談を徹底することで、学生の主体的な進路選択を

支援した。また、2024 年 3 月卒業生について、2024 年 3 月調査時点で就職希望者はほぼ全員内

定を得ている。総合的に判断して、就職支援部と上手く連携を取り、効果的な学生の就職支援が

できていると考えられる。 

［改善計画］学生の就職・進路支援は順調であると考えられる。引き続き、学生がより主体的

な就職活動を実現できるように努める。 

 



K）予算
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予算委員会 
委員長 

 鈴木真也 

委員 角 大悟 

活動概要  

令和 5 年度に予算委員会が行った主な取り組みは以下の通りである。 

１．本部経理部への予算要望と決算報告 

昨年 11～12 月に各委員会から次年度の予算要望と根拠資料、増額希望の場合は理由書を集

め、予算委員会が集約し、学部長が本部経理部に提出した。（翌年度の 4 月に教員数、学生が

確定した時点で、補正した予算要望を再度提出） 

4 月末に予算委員会が昨年度の決算報告をまとめ、学部長が本部経理部に提出した。 

２．薬学部内での予算の適正配分 

5 月中旬に本部経理部から学部予算が提示されたので、予算委員会は、4～5 月に各研究室から

昨年 1 年間の業績情報を集め、過去 5 年間の積算スコアに応じた各研究室の実績配分額を決定

した。6 月の教授会で各研究室への基準配分額について承認を得た後（実績配分は非公開）、各

研究室への基準配分と実績配分額の合計額配分額を本部経理部に報告し、各研究室、各委員会

への予算配分の執行を依頼した。本年度は、実績配分事務の軽減を目的に、研究費に占める実

績配分割合の算定方法の一部修正を教授会に計り、承認してもらった。 

３．共通経費（教授会承認）の適正運用 

 共通性の高い機器（実習用機器など）の購入、修理、契約等に使用可能な共通経費（教授会

承認）は、予算委員会が管理している。各委員会等から随時要望を聴取し、教授会での審議・

承認を経てこの予算（今年度は 450 万円）を執行した。 

 本年度は、講義や実習に係る機器の消耗部品、修理等に約 230 万円、講義などの資料印刷費に

約 200 万円を適用した。 

研究用大型機器の購入申請について研究委員会と調整の上、優先順位を付けた研究機器購入

要望を作成し、12 月に本部経理部に提出する予算要望の中に組み込んだ。 

課題に対する対応と評価 

課題 1 薬学部ではこれまで、本部からの予算費目に対し、異なる費目で経費支出するよう

な予算配分を事実上行ってきていたが、健全な会計執行上是正する必要があると指摘

されてきていた。 

【対応】 本年度５月の教授会にて、配分方法の一部修正を提案し、学生実習費および学生実

験費は、全学学生の実験研究および実習費に支出する配分方法へ変更する案が承認された。こ

れに伴い、生薬研究所への予算配分額は全て生薬研究所の研究経費として支出される配分形式

に変更された。 

次年度の課題とその改善案 

本部より、近年の入学生数減少に伴う収入減および入学定員割れに伴う補助金の削減によっ

て、薬学部担体としての経費収支が大幅なマイナスであることを受けて、本部経理部より薬学



部経費支出の削減（節約）を考慮するよう強い要望がある。来年度は、各種委員会活動あるい

は教育研究活動のなかで、節約できる要素を見つけ出し、経費削減を図らなければならない。 

  

備考・その他の資料等 

資料：2023 年度-薬学部予算配分内規 

「薬学教育（6 年制）第三者評価 評価基準に基づく点検評価」 

【観点 5-2-2】研究活動を行うための環境が整備されていること。 

[現状] 大学から配分される共通経費（教授会承認）を活用して、共通性の高い機器の購入や修

理、メンテナンスを行い、また、教材の印刷費を学部として支出している。中央機器室が一括

して大型機器の維持費、消耗品の支出を行うことで、薬学部全体の研究が円滑に進められるよ

うになっている。 

[点検・評価] 薬学部の研究活動、教育活動に必要な予算が十分に配分され、円滑に実施される

ような学部の体制ができている。 

 



L） 動物実験
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